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大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査の結果について 
 

平成１７年２月２日  
公 正 取 引 委 員 会 

 
 １ 調査の趣旨 
   公正取引委員会は，大規模小売業者と当該事業者に商品を納入している事業者(以下

「納入業者」という。)との納入取引について，従来から，その公正化を図る観点から，
納入取引におけるルールの明確化，実態調査に基づく改善指導，違反行為に対する措置
等を講じてきているところである。 

   納入取引における基本的ルールとして，公正取引委員会は，大規模小売業者の納入業
者に対する優越的地位の濫用行為を規制する「百貨店業における特定の不公正な取引方
法」(昭和２９年公正取引委員会告示第７号。以下「百貨店業告示」という。)を定めて
いる。百貨店業告示は，いわゆる百貨店，スーパー等を規制対象とするものであるが，
百貨店業告示で規定している禁止行為については，昭和２９年の制定当初の規定が現在
まで維持されている(ただし，景品提供に係る規定は平成８年に削除されている。)。 

   しかし，近年，大規模小売業者については，百貨店，スーパーのほか，衣料，家電，
医薬品・化粧品等の専門量販店，ホームセンター，コンビニエンスストア本部等の業種
や業態が多様化するとともに，その規模等も拡大している｡このような中で，大規模小売
業者による納入取引上の問題についての指摘も増加しているなど，百貨店業告示は必ず
しも現在の流通の実態にそぐわなくなっている。そこで，百貨店業告示の見直しを行い，
大規模小売業者による優越的地位の濫用行為を効果的に規制する告示(以下「新告示」と
いう。)を制定することを検討する旨，昨年９月２２日に公表したところであるが，その
一環として，大規模小売業者と納入業者との取引の実態について，改めて書面調査を実
施したものである。 

 
 ２ 調査対象及び調査方法 
   大規模小売業者及び納入業者を対象に書面調査を実施した。調査票の発送数及び回答

状況は以下のとおりである。 
 

 発送数 回答数 回答率 

納入業者 ６，０００社 １，４１５社 ２３．６％ 

大規模小売業者 ３５０社 ２３２社 ６６．３％ 
 
   (注１) 納入業者に対する書面調査においては，大規模小売業者を，①百貨店，②大型総合ス

ーパー，③ホームセンター，④専門量販店，⑤コンビニエンスストア，⑥ディスカウン

トストア，⑦ドラッグストア，⑧通販業者及び⑨その他の大規模小売業者(地域におけ

る有力なスーパー，生協等)と区分している。 

 
  問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課   
          電 話 ０３－３５８１－３３７３(直通) 
  ホームページ http://www.jftc.go.jp 
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   (注２) 納入業者は，①衣料品・繊維製品，②食料品・飲料，③酒類，④トイレタリー・化粧

品・医薬品，⑤家庭用品・その他の商品，⑥家庭用電気製品のいずれかを取り扱ってい

る事業者の中から無作為に抽出した。 

 

 ３ 調査対象行為類型等 
  (1) 公正取引委員会は，これまで定期的に大規模小売業者と納入業者との取引実態調査

を実施し，その結果を公表(最近では，平成１１年及び平成１４年)してきているとこ
ろであるが，これらの調査結果や納入業者からのヒアリング等を踏まえ次の行為につ
いて調査を実施した。 

 
   ・返品 
   ・商品納入後の値引き要請 
   ・買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要請 
   ・特売，創業祭等における低価格納入の要請 
   ・プライベート・ブランド商品の受領拒否 
   ・従業員等の派遣要請 
   ・不当な要請を断ったことによる不利益な取扱い 
   ・商品やサービスの購入要請 
   ・協賛金等の負担要請 
   ・物流センターの設置等に伴う費用の負担要請 
   ・多頻度小口配送の要請 
   ・その他 
 
  (2) また，昨年４月の改正消費税法に基づく総額表示方式の実施後の大規模小売業者と

納入業者との取引状況についても，今回，併せて調査を実施した。 
 
 ４ 調査実施期間 
  (1) 調査票発送日：平成１６年１０月１２日 
  (2) 回答期限：平成１６年１０月２６日 
    (書面調査の対象期間は，平成１５年１０月～平成１６年９月である。) 

 
５ 調査結果の概要 
(1) 納入業者に対する調査において，指摘の多かった納入取引上問題となる行為 
 
ア 百貨店業告示に規定されている行為 
①返品 
（「返品を受けたことがある」〔約８０％〕のうち「不当な返品がある」〔約６３％〕） 
・店舗・売場改装等に伴い不要となった商品の返品 

・展示等により汚損・き損した商品の返品 等 
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②従業員等の派遣要請  
（「要請を受けたことがある」〔約５５％〕のうち「不当な要請がある」〔約６８％〕） 
・棚卸，棚替え，社内事務等のための派遣要請 

・納入商品の販売促進等により得られる利益の範囲を超えた派遣要請 等 

③商品納入後の値引き要請 
（「不当な商品納入後の値引き要請」 〔約２３％〕） 
・セールで値引き販売したことを理由とする値引き要請 

・決算対策を理由とする値引き要請 等 

 
イ 百貨店業告示に規定されていない行為 
①協賛金等の負担要請  
（「要請を受けたことがある」〔約６３％〕のうち「不当な要請がある」〔約６９％〕） 
・催事（創業祭等），売場改装，広告等のための費用負担要請 

・納入商品の販売促進等により得られる利益の範囲を超えた協賛金等の要請 等 

②物流センターの設置等に伴う費用の負担要請 
（「負担している事例がある」〔約７４％〕)のうち「一方的に要請された」〔約   
４６％〕） 

③商品やサービスの購入要請 
（「不当な商品やサービスの購入要請」 〔約３３％〕） 

 
 
(2) 前回の調査（平成１４年）では，納入業者調査において大規模小売業者として区分
していた業態は，①百貨店，②スーパー，③専門量販店，④コンビニエンスストアで
あったが，今回の調査ではこれらの業態のほかに，⑤ホームセンター，⑥ディスカウ
ントストア，⑦ドラッグストア，⑧通販業者を加えたところ，これらの新しく加えた
業態においても，納入取引上の問題がみられた。 

 
６ 今後の対応 
(1) 百貨店業告示の見直しを行い，早急に新告示の策定を行う。 
(2) 大規模小売業者の納入業者に対する優越的地位の濫用行為について，具体的な情報に
接した場合には調査の上，厳正に対処する。 

(3) 関係事業者団体に対して傘下会員の独占禁止法遵守体制の整備について，指導を要
請する。 
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第１ 調査の趣旨等 

 

 １ 調査の趣旨 

 

   公正取引委員会は，大規模小売業者と当該事業者に商品を納入している事業者(以下

「納入業者」という。)との納入取引について，従来から，その公正化を図る観点から，

納入取引におけるルールの明確化，実態調査に基づく改善指導，違反行為に対する措

置等を講じてきているところである。 

   納入取引における基本的ルールとして，公正取引委員会は，大規模小売業者の納入

業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する「百貨店業における特定の不公正な取

引方法」(昭和２９年公正取引委員会告示第７号。以下「百貨店業告示」という。)を

定めている。百貨店業告示は，いわゆる百貨店，スーパー等を規制対象とするもので

あるが，百貨店業告示で規定している禁止行為については，昭和２９年の制定当初の

規定が現在まで維持されている(ただし，景品提供に係る規定は平成８年に削除されて

いる。)。 

   しかし，近年，大規模小売業者については，百貨店，スーパーのほか，衣料，家電，

医薬品・化粧品等の専門量販店，ホームセンター，コンビニエンスストア本部等の業

種や業態が多様化するとともに，その規模等も拡大している｡このような中で，大規模

小売業者による納入取引上の問題についての指摘も増加しているなど，百貨店業告示

は必ずしも現在の流通の実態にそぐわなくなっている。そこで，百貨店業告示の見直

しを行い，大規模小売業者による優越的地位の濫用行為を効果的に規制する告示(以下

「新告示」という。)を制定することを検討する旨，昨年９月２２日に公表したところ

であるが，その一環として，大規模小売業者と納入業者との取引の実態について，改

めて書面調査を実施したものである。 

 

 ２ 調査対象及び調査方法 

   大規模小売業者及び納入業者を対象に書面調査を実施した。調査票の発送数及び回

答状況は以下のとおりである。 

 

 発送数 回答数 回答率 

納入業者 ６，０００社 １，４１５社 ２３．６％ 

大規模小売業者 ３５０社 ２３２社 ６６．３％ 

 

   (注１) 納入業者に対する書面調査においては，大規模小売業者を，①百貨店，②大型総合

スーパー，③ホームセンター，④専門量販店，⑤コンビニエンスストア(以下「ＣＶ

Ｓ」という。)，⑥ディスカウントストア，⑦ドラッグストア，⑧通販業者及び⑨そ

の他の大規模小売業者(地域における有力なスーパー，生協等)と区分している。 
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   (注２) 納入業者は，①衣料品・繊維製品，②食料品・飲料，③酒類，④トイレタリー・化

粧品・医薬品，⑤家庭用品・その他の商品，⑥家庭用電気製品のいずれかを取り扱っ

ている事業者の中から無作為に抽出した。 

       また，納入業者に対する書面調査においては，取引先の大規模小売業者の業態ごと

に回答を求めているので，設問項目によっては，書面調査の回答数を上回るものとな

っている。 

 

 ３ 調査対象行為類型等 

  (1) 公正取引委員会は，これまで定期的に大規模小売業者と納入業者との取引実態調

査を実施し，その結果を公表(最近では，平成１１年及び平成１４年)してきている

ところであるが，これらの調査結果や納入業者からのヒアリング等を踏まえ次の行

為について調査を実施した。 

 

   ・返品 

   ・商品納入後の値引き要請 

   ・買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要請 

   ・特売，創業祭等における低価格納入の要請 

   ・プライベート・ブランド商品の受領拒否 

   ・従業員等の派遣要請 

   ・不当な要請を断ったことによる不利益な取扱い 

   ・商品やサービスの購入要請 

   ・協賛金等の負担要請 

   ・物流センターの設置等に伴う費用の負担要請 

   ・多頻度小口配送の要請 

   ・その他 

 
  (2) また，昨年４月の改正消費税法に基づく総額表示方式の実施後の大規模小売業者

と納入業者との取引状況についても，今回，併せて調査を実施した。 

 

 ４ 調査実施期間 

  (1) 調査票発送日：平成１６年１０月１２日 

  (2) 回答期限：平成１６年１０月２６日 

    (書面調査の対象期間は，平成１５年１０月～平成１６年９月である。) 
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第２ 大規模小売業者と納入業者との取引に関する調査結果の概要 

 

  調査結果の詳細は，資料１のとおりであるが，その概要をまとめると，以下のとおり

である。 

 

＜行為類型別調査結果＞ 

 １ 返品 

  (1) 納入業者に対する書面調査(以下「納入業者調査」という。)によれば，返品の有

無についてみると，「返品を受けたことがある」と回答した者が約８０％(大規模小

売業者に対する書面調査〔以下「小売業者調査」という。〕によれば，「返品を行っ

たことがある」と回答した者がほとんどすべて)となっている。 

    納入業者調査で「返品を受けたことがある」と回答した者のうち，「不当な返品が

ある」と回答した者は約６３％となっている。 

 

図１ 不当な返品の有無(納入業者調査) 

63.1% 36.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不当な返品がある。 不当な返品はない。
 

有効回答数：2786 

 

    不当な返品の内容について,納入業者調査によれば，「小売業者が独自の判断によ

る店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品の返品」と回答した者が約

６２％と最も多く，「展示等に用いたため汚損・毀損した商品の返品」と回答した者

が約３９％，「取引先小売業者の月末又は期末の在庫調整が目的と思われる商品の返

品」と回答した者が約３７％の順となっている。 

 

図２ 不当な返品の内容(納入業者調査) 

62.3%

39.2%

37.1%

25.5%

24.3%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

小売業者が独自の判断による店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品の返品。
展示等に用いたため汚損・毀損した商品の返品。
取引先小売業者の月末又は期末の在庫調整が目的と思われる商品の返品。
小売用の値札が商品に貼られており，これをはがすことが困難な商品の返品。
小売業者がメーカーの定めた賞味期限よりも短い販売期限を独自に定め，この販売期限が経過したことを理由とした商品の返品。
小売業者のプライベート・ブランド商品の返品。

 

有効回答数：1758(複数回答あり) 
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    一方，返品の内容について，小売業者調査によれば，「納入を受けた商品に汚損，

毀損等の瑕疵があったので返品したことがある」と回答した者が約１００％と最も

多く，次いで，「納入を受けた商品と注文した商品が異なっていたので返品したこと

がある」と回答した者が約９４％，「返品の期間又は返品の数量(例えば納入数量に

対する一定の割合)を事前に明らかにした上で返品したことがある」と回答した者が

約５１％の順となっている。 

 

図３ 返品の内容(小売業者調査) 

94.2%

50.7%

19.3%

99.6%

9.9%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

納入を受けた商品に汚損，毀損等の瑕疵があったので返品したことがある。
納入を受けた商品と注文した商品が異なっていたので返品したことがある。
返品の期間又は返品の数量(例えば納入数量に対する一定の割合)を事前に明らかにした上で返品をしたことがある。
返品を受けた商品を他に処分することが取引先納入業者の直接の利益となるため，取引先納入業者の申出に応じて返品したことがある。
返品によって通常生じる損失を負担し取引先納入業者の同意を得て返品したことがある。
その他

 

有効回答数：223(複数回答あり) 

 

  (2) 返品基準の明確化及び遵守の状況について,納入業者調査によれば，「返品の基準

は明確になっており，基準の範囲内で返品がなされている」と回答した者が約４１％

となっているものの，「返品の基準は明確になっていない」と回答した者及び「返品

の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた返品がある」と回答した者を併

せると約５９％となっている。 

    また，小売業者調査によれば，返品に関する条件の取決めの方法については，「書

面で行っている」と回答した者が約７０％となっている。 

このことから，返品条件については，書面により取り決められている場合が多い

ものの，納入業者からみれば，返品基準は必ずしも明確にはなっていない，又は基

準どおりに返品がなされていない場合が多いことがうかがわれる。 
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  (3) 平成１４年以降の返品の状況の変化について，納入業者調査によれば，「返品の状

況はほとんど変わらない」と回答した者が約５５％と最も多く，次いで，「もともと

返品はない」と回答した者が約２１％となっている。 

 

図４ 平成１４年以降の返品の状況の変化(納入業者調査) 

54.5% 10.3%

3.4%

6.8% 4.4% 20.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

返品が大幅に増えた。 返品が若干増えた。 返品の状況はほとんど変わらない。
返品が若干減った。 返品が大幅に減った。 もともと返品はない。

 

有効回答数：3744 

 

 ２ 商品納入後の値引き要請 

  (1) 商品納入後の値引き要請の有無について，納入業者調査によれば，自社の責めに

帰すべき理由がないにもかかわらず，商品納入後に「値引き要請があった」と回答

した者は約２３％となっている。 

 

図５ 商品納入後の値引き要請の有無(納入業者調査) 

76.7%23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

値引き要請があった。 値引き要請はなかった。
 

有効回答数：3677 
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    値引き要請の理由について，納入業者調査によれば，「小売業者がセールで値引き

販売したため要請してきた」と回答した者が約６５％と最も多く，次いで，「小売業

者が決算対策のため要請してきた」と回答した者が約１３％，「小売業者が立てた目

標額に達しなかったため要請してきた」と回答した者が約１２％となっている。 

 

図６ 商品納入後の値引き要請の理由(納入業者調査) 

11.9% 9.7%65.3% 13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小売業者がセールで値引き販売したため要請してきた。 小売業者が決算対策のため要請してきた。
小売業者が立てた目標額に達しなかったため要請してきた。 その他

 

有効回答数：874 

 

  (2) 平成１４年以降の商品納入後の値引き要請の状況の変化については，納入業者調

査によれば，「もともと値引き要請はない」と回答した者が約４７％となっているも

のの，「値引き要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者も約３２％となって

いる。 

 
図７ 平成１４年以降の商品納入後の値引き要請の状況の変化(納入業者調査) 

9.4% 32.0% 4.7% 47.0%4.8%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

値引き要請が大幅に増えた。 値引き要請が若干増えた。 要請の状況はほとんど変わらない。
値引き要請が若干減った。 値引き要請が大幅に減った。 もともと値引き要請はない。

 

有効回答数：3566 

 

 

 ３ 買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要請 

   買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要請の有無について，納入業者調査によれ

ば，「要請されたことがある」と回答した者は約９％となっている。 
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 ４ 特売，創業祭等における低価格納入の要請 

  (1) 小売業者が特売，創業祭等で販売する商品の納入価格と通常の納入価格の差につ

いて，納入業者調査によれば，「５％以上１０％未満」と回答した者が約２５％と最

も多く，次いで，「１０％以上２０％未満」と回答した者が約２２％となっているが，

「差がない」と回答した者も約１９％となっている。 

 

図８ 特売，創業祭等で販売する商品の納入価格と通常の納入価格の差(納入業者調査) 

15.5% 25.0% 21.6% 6.8%19.2% 11.1%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

差がない ５％未満 ５％以上１０％未満 １０％以上２０％未満 ２０％以上３０％未満 ３０％以上５０％未満 ５０％以上
 

有効回答数：3697 

 

    一方，小売業者調査によれば，特売，創業祭等で販売する商品の仕入価格と通常

の仕入価格との価格の差については，「５％以上１０％未満」と回答した者が約  

３０％と最も多く，次いで，「差がない」と回答した者が約２１％，「１０％以上２

０％未満」と回答した者が約２０％の順となっている。 

 

図９ 特売，創業祭等で販売する商品の仕入価格と通常の仕入価格の差(小売業者調査) 

12.7% 30.2% 20.3% 4.2%21.2% 11.3%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

差がない ５％未満 ５％以上１０％未満 １０％以上２０％未満 ２０％以上３０％未満 ３０％以上５０％未満 ５０％以上
 

有効回答数：212 

 

  (2) 特売，創業祭等で販売する商品の納入価格の決定方法について，納入業者調査に

よれば，「交渉し，双方合意の上で決めている」と回答した者が約７０％と最も多く，

次いで，「交渉し，主に当社の提示した価格で決まることが多い」と回答した者が約

１４％となっている。 
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  (3) 平成１４年以降の特売，創業祭等における低価格納入の要請の状況の変化につい

て，納入業者調査によれば，「ほとんど変わらない」と回答した者が約４９％と最も

多くなっている。 

    なお，「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計は約２０％となって

おり，「若干減った」，「大幅に減った」とする者の割合の合計約１１％を大幅に上回

っている。 

 

図１０ 平成１４年以降の小売業者の特売，創業祭等を理由とした低価格納入の要請の頻度(納入業者調査) 

14.5% 49.4% 7.7% 20.1%5.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大幅に増えた。 若干増えた。 ほとんど変わらない。 若干減った。 大幅に減った。 もともと低価格の要請はない。
 

有効回答数：3844 

 

  (4) このように，特売，創業祭等で販売する商品の納入価格の決定方法については，

大規模小売業者と納入業者との間で十分に協議がなされている場合も多いが，低価

格納入の要請自体は増加傾向にあることがうかがわれる。 

 

 

 ５ プライベート・ブランド商品の受領拒否 

   プライベート・ブランド商品の取扱いの有無について，小売業者調査によれば，「取

り扱っている」と回答した者が約８６％と高い割合となっている。 

   一方，納入業者調査によれば，プライベート・ブランド商品の受領拒否の有無につ

いてみると，「受領拒否されたことがある」と回答した者が約１３％となっている。 
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 ６ 従業員等の派遣要請 

  (1) 従業員等の派遣要請の有無について，納入業者調査によれば，「要請を受けたこと

がある」と回答した者が約５５％(小売業者調査によれば，「要請したことがある」

と回答した者が約６８％)となっている。 

    納入業者調査で「要請を受けたことがある」と回答した者のうち，「不当な従業員

等の派遣要請がある」と回答した者が約６８％となっている。 

 

図１１ 不当な従業員等の派遣要請の有無(納入業者調査) 

68.3% 31.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不当な従業員等の派遣要請がある。 不当な従業員等の派遣要請はない。
 

有効回答数：1931 

 

    この不当な従業員等の派遣要請の内容については，納入業者調査によれば，「納入

商品の販売促進に寄与するとは思われない棚卸，棚替え，社内事務等の業務のため

の派遣要請」が約８４％と最も多く，次いで，「納入商品の販売促進やコスト削減に

寄与するなどして得る利益の範囲を超えた派遣要請」が約４２％，「取引先小売業者

の人件費の負担要請」が約１６％となっている。 

 
図１２ 不当な従業員等の派遣要請の内容(納入業者調査) 

42.0%

15.5%

83.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

納入商品の販売促進に寄与するとは思われない棚卸，棚替え，社内事務等の業務のための派遣要請。
納入商品の販売促進やコスト削減に寄与するなどして得る利益の範囲を超えた派遣要請。
取引先小売業者の人件費の負担要請。

 

有効回答数：1319(複数回答あり) 
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    一方，小売業者調査によれば，従業員等の派遣要請の内容については，「納入商品

の販売促進やコスト削減に寄与することなどによる納入業者の利益の範囲内で派遣

要請をしたことがある」と回答した者が約６４％と最も多く，次いで，「従業員等の

派遣に関する基準をあらかじめ明確にして派遣要請をしたことがある」と回答した

者が約４６％となっている。 

 

図１３ 従業員等の派遣要請の内容(小売業者調査) 

45.6%

13.4%

12.1%

64.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

納入商品の販売促進やコスト削減に寄与することなどによる納入業者の利益の範囲内で派遣要請をしたことがある。
従業員等の派遣に関する基準をあらかじめ明確にして派遣要請をしたことがある。
従業員等の派遣のために通常必要な費用を支払って派遣要請をしたことがある。
その他

 

有効回答数：149(複数回答あり) 

 
  (2) 従業員等の派遣基準の明確化及び遵守の状況について，納入業者調査によれば，

「派遣の基準は明確になっていない」と回答した者が約６５％と最も多く，「派遣の

基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた派遣要請がある」と回答した者を

併せると約７４％となっている。 

    また，小売業者調査によれば，従業員等の派遣に関する条件の取決めの方法につ

いては，「取決めはしていない」と回答した者が約３４％と最も多く，次いで，「書

面で行っている」と回答した者が約３１％，「口頭で行っている」と回答した者が約

２５％の順となっている。 

    このことから，従業員等の派遣条件については，書面により取り決められている

場合が少ないため，派遣基準が明確にはなっていない場合も多いことがうかがわれ

る。 
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  (3) 平成１４年以降の従業員等の派遣要請の状況の変化について，納入業者調査によ

れば，「要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者が約４３％と最も多く，次

いで，「もともと派遣要請はない」と回答した者が約３５％となっている。 

 

図１４ 平成１４年以降の従業員等の派遣要請の状況の変化(納入業者調査) 

42.7% 5.9% 35.0%

3.8%

9.0%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

派遣要請が大幅に増えた。 派遣要請が若干増えた。 要請の状況はほとんど変わらない。
派遣要請が若干減った。 派遣要請が大幅に減った。 もともと派遣要請はない。

 

有効回答数：3383 

 

 

 ７ 不当な要請を断ったことによる不利益な取扱い 

   不当な要請を断ったことによる大規模小売業者からの不利益な取扱いの有無につい

て，納入業者調査によれば，「不利益な取扱いを受けたことはない」と回答した者が約

９２％となっている。ただし，このように回答した者の中には，「不当な要請であって

もこれを断ることができないから，そもそも不当な要請を断ったために，不利益な取

扱いを受けることはない」と指摘した者もいる。 

 

 

 ８ 商品やサービスの購入要請 

  (1) 商品やサービスの購入要請の有無について，納入業者調査によれば，「不当な商品

やサービスの購入要請がある」と回答した者が約３３％となっている。 

 
図１５ 不当な商品やサービスの購入要請の有無(納入業者調査) 

33.4% 66.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不当な商品やサービスの購入要請がある。 不当な商品やサービスの購入要請はない。
 

有効回答数：3563 
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    不当な購入要請の方法としては，「仕入担当者(仕入担当者の上司等仕入取引に影

響を及ぼし得る者も含む。)が購入を要請してきた」と回答した者が約８７％と最も

多く，次いで，「小売業者名で組織的・計画的に購入を要請してきた」と回答した者

が約２７％となっている。 

 

図１６ 不当な商品やサービスの購入要請の方法(納入業者調査) 

27.0%

14.2%

13.9%

5.0%

86.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

仕入担当者(仕入担当者の上司等仕入取引に影響を及ぼし得る者も含む。)が購入を要請してきた。
小売業者名で組織的・計画的に購入を要請してきた。
購入しなければ今後の取引に影響すると懸念されるような要請方法又は販売方法であった。
購入する意思がないと伝えたにもかかわらず，重ねて購入を要請してきた。
購入する意思がないのに，一方的に商品を送付してきた。

 

有効回答数：1190(複数回答あり) 

 
  (2) 平成１４年以降の商品やサービスの購入要請の状況の変化について，納入業者調

査によれば，「もともと購入要請はない」と回答した者が約５５％となっているもの

の，「要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者も約２５％となっている。 

 

図１７ 平成１４年以降の商品やサービスの購入要請の状況の変化(納入業者調査) 

25.4% 6.8% 55.0%

0.6% 3.2%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

購入要請が大幅に増えた。 購入要請が若干増えた。 要請の状況はほとんど変わらない。
購入要請が若干減った。 購入要請が大幅に減った。 もともと購入要請はない。

 

有効回答数：3544 
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 ９ 協賛金等の負担要請 

  (1) 協賛金等の負担要請の有無について，納入業者調査によれば，「要請を受けたこと

がある」と回答した者が約６３％(小売業者調査によれば，「要請をしたことがある」

と回答した者が約７９％)となっている。 

    納入業者調査で「要請を受けたことがある」と回答した者のうち，「不当な協賛金

の負担要請がある」と回答した者は約６９％となっている。 

 

図１８ 不当な協賛金等の負担要請の有無(納入業者調査) 

68.9% 31.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不当な協賛金の負担要請がある。 不当な協賛金の負担要請はない。
 

有効回答数：2210 

 

    不当な協賛金等の負担要請の内容について，納入業者調査によれば，「納入商品の

販売促進に寄与するとは思われない催事(創業祭等)，売場の改装，広告等のための

費用負担の要請」が約７５％と最も多く，次いで，「納入商品の販売促進やコスト削

減に寄与するなどして得る利益の範囲を超えた協賛金等の要請」が約４８％，「決算

対策という理由での協賛金等の要請」が約４３％となっている。 

 

図１９ 不当な協賛金等の負担要請の内容(納入業者調査) 

48.3%

43.4%

23.3%

75.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

納入商品の販売促進に寄与するとは思われない催事(創業祭等)，売場の改装，広告等のための費用負担の要請。
納入商品の販売促進やコスト削減に寄与するなどして得る利益の範囲を超えた協賛金等の要請。
決算対策という理由での協賛金等の要請。
取引先小売業者と事前に販売目標達成リベートの支給を同意していたが，その販売目標を達成していないにもかかわらず，リベート支給の要請があった。

 

有効回答数：1522(複数回答あり) 
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    一方，小売業者調査によれば，「取引先納入業者と事前に販売目標達成リベートの

同意を得ており，その販売目標を達したので，リベート支給の要請をした」と回答

した者が約７８％と最も多く，次いで，「協賛金等に関する基準をあらかじめ明確に

して協賛金等の要請をした」と回答した者が約６２％となっている。 

 

図２０ 協賛金等の負担要請の内容(小売業者調査) 

61.8%

57.8%

1.7%

78.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

取引先納入業者と事前に販売目標達成リベートの同意を得ており，その販売目標を達成したので，リベート支給の要請をした。
協賛金等に関する基準をあらかじめ明確にして協賛金等の要請をした。
納入商品の販売促進やコスト削減に寄与することなどによる納入業者の利益の範囲内で協賛金等の要請をした。
その他

 

有効回答数：173(複数回答あり) 

 

  (2) 協賛金等の負担基準の明確化及び遵守の状況について，納入業者調査によれば，

「負担の基準は明確になっていない」と回答した者が約５７％と最も多く，「負担の

基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた要請がある」と回答した者を併せ

ると約６９％となっている。 

    また，小売業者調査によれば，協賛金等の負担条件についての取決めの方法につ

いては，「書面で行っている」と回答した者が約６７％と最も多くなっているものの，

「取決めはしていない」と回答した者も約１８％となっている。 

    このことから，協賛金等の負担条件については，書面により取り決められている

場合が多いものの，納入業者からみれば，負担基準が必ずしも明確になっていない，

又は基準の範囲を超えた負担要請が行われている場合も多いことがうかがわれる。 
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  (3) 平成１４年以降の協賛金等の負担要請の状況の変化について，納入業者調査によ

れば，「協賛金等の負担要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者が約４２％

と最も多く，次いで，「もともと協賛金等の負担要請はない」と回答した者が約２９％

となっている。 

 

図２１ 平成１４年以降の協賛金等の負担要請の状況の変化(納入業者調査) 

13.6% 42.4% 28.6%4.7% 7.7%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協賛金等の負担要請が大幅に増えた。 協賛金等の負担要請が若干増えた。

協賛金等の負担要請の状況はほとんど変わらない。 協賛金等の負担要請が若干減った。
協賛金等の負担要請が大幅に減った。 もともと協賛金等の負担要請はない。

 

有効回答数：3520 

 

 １０ 物流センターの設置等に伴う費用の負担要請 

  (1) 物流センターの利用状況について，納入業者調査によれば，「利用している」と回

答した者が約６３％(小売業者調査によれば，物流センターを「有している」と回答

した者が約７９％)となっている。 

    また，小売業者調査によれば，物流センターの利用状況については，「一部を除く

ほとんどの取引先納入業者が利用している」と回答した者が約６６％と最も多く，

次いで，「利用するかどうかは取引先納入業者の個別判断に任せている」と回答した

者が約１９％となっている。 
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  (2) 物流センターを利用する理由について，納入業者調査によれば，「小売業者の方針

で，物流センターを利用しないと取引できない」と回答した者が約６３％と最も多

く，次いで，「小売業者から要請を受け，受発注業務，物流業務の合理化に資すると

思って利用している」と回答した者が約５３％，「小売業者から要請を受け，利用料

の負担に比べメリットは少ないが，断ると今後の取引に支障が生じると判断して利

用している」と回答した者が約３１％となっている。 

 

図２２ 物流センターを利用する理由(納入業者調査) 

53.0%

31.3%

6.4%

1.7%

63.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

小売業者の方針で，物流センターを利用しないと取引できない。
小売業者から要請を受け，受発注業務，物流業務の合理化に資すると思って利用している。
小売業者から要請を受け，利用料の負担に比べメリットは少ないが，断ると今後の取引に支障が生じると判断して利用している。
当社の申出による。
その他

 

有効回答数：834(複数回答あり) 

 

  (3) 物流センターの利用料の負担の状況について，納入業者調査によれば，物流セン

ターの利用料を「負担している事例がある」と回答した者が約７４％となっている。 

 

  (4) 物流センターの利用料の負担額(率)に関する協議の状況について，納入業者調査

によれば，「負担額(率)等について協議の機会を与えられなかった(一方的に要請さ

れた)」と回答した者が約４６％と最も多く，次いで，「負担額(率)等について一応

協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった」が約３５％となっている。 

 

図２３ 物流センターの利用料の負担額(率)に関する協議の状況(納入業者調査) 

45.7% 35.4% 14.7%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

負担額(率)等について協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)。
負担額(率)等について一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった。
小売業者と協議しようとは思わなかった。
負担額(率)等について十分協議した。

 
有効回答数：1961 
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    また，小売業者調査によれば，物流センターの利用に関する条件の取決めの方法

については，「書面で行っている」と回答した者が約８０％と高い割合となっている。 

    このことから，物流センターの利用条件については，書面により取り決められて

いる場合が多いものの，納入業者からみれば，物流センターの利用料の負担額等に

ついて，協議の機会を与えられなかった，又は十分な協議の機会を与えられなかっ

た場合も多いことがうかがわれる。 

 

 

 １１ 多頻度小口配送の要請 

  (1) 平成１４年以降の配送条件の変更要請の状況の変化について，納入業者調査によ

れば，「配送条件の変更要請はない」と回答した者が約６４％となっており，次いで，

「配送時間を指定するものであった」と回答した者が約１４％，「リードタイムを短

くするものであった」と回答した者が約８％となっている。 

 

  (2) 多頻度小口配送の要請に関する協議の状況について，納入業者調査によれば，「一

応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった」と回答した者が約４６％と

最も多く，次いで，「協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)」と回答

した者が約２５％となっており，このことから，納入業者からみれば，十分な協議

が行われていない状況にあることがうかがわれる。 

 

図２４ 多頻度小口配送の要請の協議の状況(納入業者調査) 

46.0% 9.3%24.5% 20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)。 一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった。
小売業者と協議しようとは思わなかった。 十分協議した。

 

有効回答数：1004 

 

 

１２ その他 

   納入業者調査では，上記の納入取引上の問題行為の外に，非常に少数ではあるが，

「納品代行業者の利用要請」，「天候等により入荷が困難な指定産地での指定数量の納

品要請」，「小売業者が支払うべきリサイクル費用の負担要請」等について，大規模小

売業者からなされたことがある旨指摘する者もいた。 
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第３ 消費税調査結果の概要 

   平成１６年４月の改正消費税法に基づく総額表示方式の実施後の大規模小売業者と

納入業者との取引に関する調査結果については，次のとおりである。 

 

 １ 納入価格の引下げ要請 

   平成１６年４月以降，大規模小売業者による消費税の総額表示方式の実施を理由と

する納入価格の引下げ要請の有無について，納入業者調査によれば，「要請はない」と

回答した者が約６４％，「要請があった」と回答した者が約３６％となっている。この

ことから，依然として消費税の総額表示方式の実施を理由とする納入価格の引下げ要

請があることがうかがわれる。 

   一方，小売業者調査によれば，平成１６年４月以降，大規模小売業者の納入業者に

対する消費税の総額表示方式の実施を理由とする仕入価格の引下げ要請の有無につい

ては，「要請したことはない」と回答した者が約８５％，「要請したことがある」と回

答した者が約１５％となっている。 

 

 ２ 消費税の総額表示方式の実施以前と以後の納入価格の引下げ要請の状況の変化 

   消費税の総額表示方式の実施以前と以後の納入価格の引下げ要請の状況の変化につ

いて，納入業者調査によれば，「引下げ要請はもともとない」と回答した者が約４７％

と最も多く，次いで，「引下げ要請はあったが，状況はほとんど変わらない」と回答し

た者が約２６％となっている。 

 

図２５ 消費税の総額表示方式の実施以前と以後の納入価格の引下げ要請の状況の変化(納入業者調査) 

13.8% 26.4% 47.1%7.9%

2.9% 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

引下げ要請が大幅に増えた。 引下げ要請が若干増えた。

引下げ要請はあったが，状況はほとんど変わらない。 引下げ要請が若干減った。
引下げ要請が大幅に減った。 引下げ要請はもともとない。

 

有効回答数：1142 
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 ３ 納入価格の引下げ要請の内容について 

   大規模小売業者から納入価格の引下げ要請がある場合の内容について，納入業者調

査によれば，「値頃感のある価格(98円，198円等)とするために納入価格の引下げを要

請された」と回答した者，「従来の税抜き価格を税込み価格とするために納入価格の引

下げを要請された」と回答した者がいずれも約６９％，「納入単価を内税化するために

納入伝票の円未満端数の切捨てを要請された」と回答した者が約３５％となっている。 

 

図２６ 大規模小売業者からの要請内容(納入業者調査) 

68.6%

34.7%

7.2%

3.1%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

値頃感のある価格(９８円，１９８円等)とするために納入価格の引下げを要請された。
従来の税抜き価格を税込み価格とするために納入価格の引下げを要請された。
納入単価を内税化するために納入伝票の円未満端数の切捨てを要請された。
納入伝票の内税化に伴うシステム変更等により生じる経費分について納入価格の引下げを要請された。
その他

 

有効回答数：458(複数回答あり) 

 

   一方，小売業者調査によれば，納入業者に対して行った要請内容については，「値頃

感のある価格(98 円，198 円等)とするために仕入価格の引下げを要請した」と回答し

た者が約７６％と最も多く，次いで，「仕入単価を内税化するために仕入伝票の円未満

端数の切捨てを要請した」と回答した者が約１５％となっている。 

 

図２７ 納入業者に対して行った要請内容(小売業者調査) 

9.1%

15.2%

0.0%

15.2%

75.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

値頃感のある価格(98円，198円等)とするために仕入価格の引下げを要請した。
従来の税抜価格を税込価格とするために仕入価格の引下げを要請した。
仕入単価を内税化するために仕入伝票の円未満端数の切捨てを要請した。
仕入伝票の内税化に伴うシステム変更等により生ずる経費分について仕入価格の引下げを要請した。
その他

 

有効回答数：33(複数回答あり) 
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 ４ 納入価格の引下げ要請に関する協議の状況 

   納入価格の引下げ要請に関する協議の状況について，納入業者調査によれば，「一応

協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった」と回答した者が約５３％と最も

多く，「協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)」と回答した者を併せる

と約７４％となっている。また，一方で「十分協議した」と回答した者が約２２％と

なっている。 

 

図２８ 要請に関する協議の有無(納入業者調査) 

53.0%21.3%

4.0%

21.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)。 一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった。
協議しようとは思わなかった。 十分協議した。

 

有効回答数：451 

 

   一方，小売業者調査によれば，要請に関する納入業者との協議の有無については，

「十分協議した」と回答した者が約９４％と高い割合となっている。 

 

図２９ 要請に関する協議の有無(小売業者調査) 

3.1% 3.1%

0.0% 93.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協議の機会を持っていない(一方的に要請した)。 一応協議の機会を持ったが，十分とはいえなかった。
協議しようとは思わなかった。 十分協議した。

 

有効回答数：32 
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第４ 今後の対応 

 １ 今回の調査の結果，依然として，大規模小売業者から納入業者に対して種々の要請

が行われており，納入業者は，要請が不当なものであってもこれを受け入れざるを得

ない状況にあることがうかがわれた。また，大規模小売業者からの要請の中には，百

貨店業告示では禁止行為として規定されていない協賛金等の拠出要請や商品やサービ

スの購入要請等も広く行われている状況がみられた。 

   さらに，前回の調査では，納入業者調査において大規模小売業者として区分してい

た業態は，百貨店，スーパー，専門量販店及びＣＶＳであったが，今回の調査ではこ

れらの業態に，ホームセンター，ディスカウントストア，ドラッグストア及び通販業

者を加えたところ，これらの新しく加えた業態においても，納入取引上の問題がみら

れた。 

 

 ２ 公正取引委員会は，従来から，大規模小売業者の納入業者に対する優越的地位の濫

用行為について，具体的な情報に接した場合には事実を調査し，違反行為の排除に努

めてきたところであるが(資料５)，引き続き，問題のある行為に対して厳正に対処す

るとともに，今回の調査で判明した実態及び問題点を踏まえ，違反行為の未然防止等

を図る観点から，必ずしも現在の流通の実態にそぐわなくなっている百貨店業告示の

見直しを行い，早急に新告示の策定を行う予定である。 

 

 ３ また，今回の調査結果を踏まえ，優越的地位の濫用行為が行われることのないよう，

改めて関係事業者団体に対して傘下会員の独占禁止法遵守体制について，制度面及び

運用面において一層の改善が図られるよう，傘下会員への指導を要請することとする。 
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資料 1 

 

＜納入業者の概要＞ 

 １ 納入業者の資本金，従業員，売上高規模別の構成割合 

   今回の書面調査に回答した納入業者について．資本金，従業員，売上高の規模別の

構成割合をみると，資本金１億円以下の事業者が約８割，従業員数１００人以下の事

業者が７割強，売上高５０億円以下の事業者が約７割となっている。 

 

図１ 納入業者の資本金規模別の構成割合(納入業者調査) 

35.1% 33.9% 11.2% 11.8% 5.6%

2.3%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1369)

１０００万円以下 １０００万円超５０００万円以下 ５０００万円超１億円以下 １億円超１０億円以下
１０億円超１００億円以下 １００億円超５００億円以下 ５００億円超

 

 

図２ 納入業者の従業員規模別の構成割合(納入業者調査) 

62.7% 11.2% 17.7% 4.1%

1.0%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1361)

５０人以下 ５０人超１００人以下 １００人超５００人以下 ５００人超１０００人以下 １０００人超１５００人以下 １５００人超
 

 

図３ 納入業者の売上高規模別の構成割合(納入業者調査) 

42.8% 26.7% 9.1% 14.2%

3.0% 3.2%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1349)

１０億円以下 １０億円超５０億円以下 ５０億円超１００億円以下 １００億円超５００億円以下
５００億円超１０００億円以下 １０００億円超５０００億円以下 ５０００億円超
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２ 納入業者の取扱商品別の構成割合 

  今回の書面調査に回答した納入業者について，取扱商品別の構成割合をみると，「食料

品及び飲料」を取り扱う事業者が 41.5%と最も多く，次いで，「衣料品及び繊維製品」，「家

庭用品及びその他商品」，「トイレタリー，化粧品及び医薬品」，「家庭用電気製品」，「酒

類」の順となっている。 

 

図４ 納入業者の取扱商品別の構成割合(納入業者調査) 

41.5%

28.0%

21.5%

10.8%

6.6%

3.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

全　　体 (N=1371)

食料品及び飲料 衣料品及び繊維製品 家庭用品及びその他商品 トイレタリー，化粧品及び医薬品 家庭用電気製品 酒類
 

(複数回答あり) 
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資料 ２ 

 

＜取引実態に関する調査結果＞ 

１ 取引を開始する際に考慮する要素 

  納入業者調査によれば，納入業者が小売業者と取引を開始する際に考慮する要素につ

いては，「取引条件(価格，支払条件等)」と回答した者が 68.7%と最も多く，次いで，「財

務内容」と回答した者が 47.8%，「売上高」と回答した者が 46.6%，「将来性」と回答した

者が 42.7%の順となっている。 
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図５ 納入業者が小売業者と取引を開始する際に考慮する要素(納入業者調査) 

68.7%

62.7%

69.0%

68.1%

69.8%

67.3%

74.2%

73.9%

66.2%

70.9%

47.8%

31.8%

45.5%

56.2%

51.5%

44.2%

59.1%

59.2%

48.2%

50.5%

46.6%

52.1%

52.6%

42.0%

43.9%

47.7%

44.0%

41.0%

44.4%

42.7%

28.7%

42.7%

52.1%

44.9%

46.7%

41.9%

53.0%

44.6%

43.9%

35.8%

32.4%

31.2%

46.7%

32.3%

17.9%

10.5%

13.1%

18.7%

9.8%

7.9%

8.0%

8.7%

12.9%

8.9%

4.4%

8.9%

7.1%

3.0%

7.1%

7.5%

8.5%

6.8%

5.1%

8.6%

12.1%

3.9%

4.6%

11.1%

7.4%

6.8%

4.7%

6.4%

8.5%

7.0%

6.9%

9.9%

9.0%

7.5%

5.2%

3.1%

4.1%

2.2%

2.4%

2.5%

2.8%

3.4%

3.0%

3.6%

3.9%

47.0%

26.2%

25.0%

26.7%

12.0%

6.6%

39.5%

18.8%

8.6%

15.1%

18.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

全　　体 (N=4546)

百貨店 (N=808)

大型総合スーパー (N=770)

ホームセンター (N=411)

専門量販店 (N=474)

ＣＶＳ (N=321)

ディスカウントストア (N=384)

ドラッグストア (N=368)

通販業者 (N=361)

その他の大規模小売業者
(N=649)

取引条件(価格，支払条件等) 財務内容 売上高 将来性
店舗数 企業ブランド力 店舗面積 小売業者の有する売れ筋情報

資本金 その他
 

 (複数回答あり) 
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  一方，小売業者調査によれば，小売業者が納入業者と取引を開始する際に考慮する要

素については，「商品の品質」と回答した者が 90.7%と最も多く，次いで，「商品の供給能

力」と回答した者が 90.3%，「商品の企画・開発力」と回答した者が 84.6%の順となって

いる。 

 

図６ 小売業者が納入業者と取引を開始する際に考慮する要素(小売業者調査) 

90.7%

90.3%

84.6%

81.1%

67.8%

60.8%

48.0%

26.9%

23.8%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=227)

商品の品質 商品の供給能力 商品の企画・開発力 取引条件 財務内容
法遵守度 商品の品揃えの豊富さ 売上高 資本金 その他

 

 (複数回答あり) 
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２ 納入業者が取引先小売業者を変更することが困難となる場合 

  納入業者調査によれば，納入業者が取引先小売業者を変更することが困難となる場合

については，「取引依存度が高い場合」と回答した者が 53.3%と最も多く，次いで，「取

引数量が多い場合」と回答した者が 25.2%となっている。 

  業態別にみると，百貨店では，「取引年数が長い場合」(17.3%)及び「小売業者にブラ

ンド力がある場合」(16.7%)の割合が他の業態に比べて高くなっている。 

 

図７ 納入業者が取引先小売業者を変更することが困難となる場合(納入業者調査) 

53.3%

49.5%

63.6%

55.6%

53.2%

54.8%

48.0%

50.2%

42.9%

52.3%

25.2%

11.9%

21.9%

31.1%

24.4%

28.5%

37.4%

32.8%

31.3%

27.0%

9.7%

17.3%

7.6%

5.0%

11.0%

5.3%

5.9%

6.7%

13.5%

6.7%

16.7%

5.8%

7.5%

12.1%

5.1%

3.1%

3.9%

2.2%

2.0%

3.3%

3.5%

4.5%

3.1%

3.7%

6.2%

5.8%

6.1%

7.3%

7.7%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3613)

百貨店 (N=640)

大型総合スーパー (N=675)

ホームセンター (N=322)

専門量販店 (N=365)

ＣＶＳ (N=228)

ディスカウントストア (N=302)

ドラッグストア (N=271)

通販業者 (N=240)

その他の大規模小売業者 (N=570)

取引依存度が高い場合 取引数量が多い場合 取引年数が長い場合 小売業者にブランド力がある場合 その他
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３ 納入業者が最も多く取引している取引先小売業者との取引依存度 

  納入業者調査によれば，納入業者が最も多く取引している取引先小売業者との取引依

存度については，「１０％以上３０％未満」と回答した者が 39.6%と最も多く，次いで，

「５％以上１０％未満」と回答した者が 19.2%，「２％以上５％未満」と回答した者が

12.3%の順になっている。なお，「１０％以上」と回答した者が全体で約６割となっている。 

 

図８ 納入業者が最も多く取引している取引先小売業者との取引依存度(納入業者調査) 

8.7%

11.0%

7.9%

4.7%

6.3%

7.4%

7.5%

25.0%

8.5%

12.3%

11.3%

13.7%

7.8%

7.1%

14.7%

9.7%

15.1%

7.1%

15.9%

19.2%

15.5%

18.0%

26.6%

21.4%

20.6%

29.0%

26.4%

28.6%

17.6%

39.6%

31.1%

44.2%

53.1%

50.8%

38.2%

45.2%

35.8%

21.4%

36.4%

11.6%

14.2%

11.0%

8.7%

13.2%

13.2%

17.9%

11.4%

8.1%

15.2%

9.7%

3.2%

6.5%

4.7%

5.9%

5.6%

6.5%

4.9%

1.9%

3.1%

0.6%

0.6%

1.6%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1183)

百貨店 (N=309)

大型総合スーパー (N=328)

ホームセンター (N=64)

専門量販店 (N=126)

ＣＶＳ (N=68)

ディスカウントストア (N=31)

ドラッグストア (N=53)

通販業者 (N=28)

その他の大規模小売業者 (N=176)

２％未満 ２％以上５％未満 ５％以上１０％未満 １０％以上３０％未満 ３０％以上５０％未満 ５０％以上１００％未満 １００％
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４ 大規模小売業者が納入業者を見直す頻度 

  小売業者調査によれば，取引をしている納入業者を見直す頻度については，「１年ごと」

と回答した者が 38.9%と最も多く，次いで，「その他」と回答した者が 35.8%，「半年ごと」

と回答した者が 12.4%の順となっている。 

  なお，「その他」の具体的な内容は，「特に決めていない」，「必要に応じて」という回

答が多くなっている。 

 

図９ 大規模小売業者が納入業者を見直す頻度(小売業者調査) 

35.8% 9.3%38.9% 12.4% 3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=226)

１年ごと その他 半年ごと ２年ごと ３年ごと
 

 

５ 納入業者に対する代金の支払方法 

  小売業者調査によれば，取引をしている納入業者に対する代金の支払方法については，

「すべて現金(銀行振込)」と回答した者が 48.7%と最も多く，次いで，「現金(銀行振込)

と手形の併用」と回答した者が 28.9%，「ほとんど現金(銀行振込)」と回答した者が 19.3%

の順となっている。 

 

図１０ 納入業者に対する代金の支払方法(小売業者調査) 

28.9% 19.3%48.7% 3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=228)

すべて現金(銀行振込) 現金(銀行振込)と手形の併用 ほとんど現金(銀行振込) その他
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６ 大規模小売業者の仕入形態 

  小売業者調査によれば，仕入形態(注)については，「買取仕入れ」と回答した者が 90.8%

と最も多く，次いで，「売上(消化)仕入れ」と回答した者が 6.6%，「委託仕入れ」と回答

した者が 2.6%の順となっている。 

 

図１１ 大規模小売業者の仕入形態(小売業者調査) 

6.6%90.8% 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=232)

買取仕入れ 売上(消化)仕入れ 委託仕入れ
 

 

    (注)１． 「買取仕入れ」とは，通常の売買契約に基づく仕入れのように，納入

業者が商品を納入した時点でその商品の所有権が小売業者に移転し，納

入業者が納入した商品全部について小売業者に代金支払義務が生じるも

のをいう。 

      ２． 「売上(消化)仕入れ」とは，商品の所有権は納入業者側に留保されて

おり，商品が販売された時点で小売業者の売上げとして計上されるもの

をいう。商品が売れるまでの管理，販売の責任は納入業者側にある。 

      ３． 「委託仕入れ」とは，納入業者が小売業者に対して販売を委託するも

のをいう。この場合において，販売手数料が小売業者の収入となる。 
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資料 ３ 

 

＜行為類型別調査結果＞ 

１ 返品 

 （1） 返品に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    返品(注)は，新規商品の参入を促進する，あるいは地域的な需給に即応させる等

の利点を有する場合もあるが，取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者が

負うべき責任がないにもかかわらず，一方的な都合で買取りを条件として納入され

た商品について返品を行うことにより，納入業者に不当に不利益を与えることとな

る場合には優越的地位の濫用として問題となる。 

    (注) 「返品」とは，小売業者が納入業者に対し，購入した商品を返品すること

であり，いわゆる買取商品の返品を指すが，購入契約を委託販売契約に切り

替える，又は商品を取り換える等実質的に返品となる行為を含む。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，百貨店業者が，納入業者から買取仕入れをした商品を返品す

ることは，原則として禁止されている(第１項)。例外として許容されるのは，①納

入を受けた商品に納入業者の責めに帰すべき事由による瑕疵があった場合，②納入

を受けた商品が注文した商品と異なっていた場合，③一般の卸売取引において正常

な商慣習となっている一定の期間における一定の数量の範囲内又は納品の総量に対

して一定の数量の範囲内において返品を行う場合，④返品によって生ずべき損失を

百貨店業者が負担し，納入業者の同意を得て行う場合及び⑤返品を行うことが納入

業者の直接の利益になるものであって，納入業者の申出に応じて行う場合に限られ

ている。 
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 （2） 返品の実態 

  ア 返品の状況 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における返品の有無についてみると，「返品

を受けたことがある」と回答した者が 79.6%となっている。 

 

図１２ 返品の有無(納入業者調査) 

20.4%79.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3850)

返品を受けたことがある。 返品を受けたことはない。
 

 

    一方，小売業者調査によれば，調査対象期間における返品の有無についてみると，

「返品を行ったことがある」と回答した者が 99.6%となっている。 

 

  イ 返品の内容 

    納入業者調査によれば，「返品を受けたことがある」と回答した者のうち，「不当

な返品がある」と回答した者は 63.1％となっている。 

 

図１３ 不当な返品の有無(納入業者調査) 

36.9%63.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=2786)

不当な返品がある。 不当な返品はない。
 

 

納入業者調査によれば，不当な返品の内容について,「小売業者が独自の判断によ

る店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品の返品」と回答した者が

62.3％と最も多く，「展示等に用いたため汚損・毀損した商品の返品」と回答した者

が 39.2％，「取引先小売業者の月末又は期末の在庫調整が目的と思われる商品の返

品」と回答した者が 37.1％の順となっている。 

 

    これを業態別にみると，通販業者を除く他の業態では，「小売業者が独自の判断に

よる店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品の返品」と回答した者が

多くなっている。また，ＣＶＳでは，「小売業者がメーカーの定めた賞味期限よりも

短い販売期限を独自に定め，この販売期限が経過したことを理由とした商品の返品」

と回答した者の割合が他の業態に比べ高くなっている。 
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図１４ 不当な返品の内容(納入業者調査) 

62.3%

54.2%

61.8%

74.7%

63.3%

57.3%

71.8%

80.2%

19.8%

55.7%

39.2%

49.4%

37.0%

40.7%

44.7%

27.0%

35.6%

39.0%

35.8%

34.4%

37.1%

36.4%

38.5%

45.2%

16.9%

35.0%

36.7%

42.0%

31.1%

25.5%

13.3%

25.4%

34.4%

27.1%

15.7%

32.5%

38.4%

13.6%

22.1%

27.5%

19.9%

21.8%

42.7%

28.2%

13.6%

14.0%

14.9%

14.6%

15.3%

44.2%

17.3%

15.7%

24.3%

24.5%

27.0%

12.1%

10.2%

8.6%

8.6%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

全　　体 (N=1758)

百貨店 (N=249)

大型総合スーパー (N=346)

ホームセンター (N=221)

専門量販店 (N=188)

ＣＶＳ (N=89)

ディスカウントストア (N=163)

ドラッグストア (N=177)

通販業者 (N=81)

その他の大規模小売業者
(N=244)

小売業者が独自の判断による店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品の返品。
展示等に用いたため汚損・毀損した商品の返品。
取引先小売業者の月末又は期末の在庫調整が目的と思われる商品の返品。

小売用の値札が商品に貼られており，これをはがすことが困難な商品の返品。
小売業者がメーカーの定めた賞味期限よりも短い販売期限を独自に定め，この販売期限が経過したことを理由とした商品の返品。
小売業者のプライベート・ブランド商品の返品。

 

(複数回答あり) 
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    一方，小売業者調査によれば，返品の内容について，「納入を受けた商品に汚損，

毀損等の瑕疵があったので返品したことがある」と回答した者が99.6％と最も多く，

次いで，「納入を受けた商品と注文した商品が異なっていたので返品したことがあ

る」と回答した者が 94.2％，「返品の期間又は返品の数量(例えば納入数量に対する

一定の割合)を事前に明らかにした上で返品したことがある」と回答した者が50.7％

の順となっている。 

 

図１５ 返品の内容(小売業者調査) 

94.2%

50.7%

19.3%

99.6%

9.9%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=223)

納入を受けた商品に汚損，毀損等の瑕疵があったので返品したことがある。
納入を受けた商品と注文した商品が異なっていたので返品したことがある。
返品の期間又は返品の数量(例えば納入数量に対する一定の割合)を事前に明らかにした上で返品をしたことがある。
返品を受けた商品を他に処分することが取引先納入業者の直接の利益となるため，取引先納入業者の申出に応じて返品したことがある。
返品によって通常生じる損失を負担し取引先納入業者の同意を得て返品したことがある。
その他

 

(複数回答あり) 
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  ウ 返品基準の明確化及び遵守の状況 

    納入業者調査によれば，返品基準の明確化及び遵守の状況については，「返品の基

準は明確になっており，基準の範囲内で返品がなされている」と回答した者が 41.4%

となっているものの，「返品の基準は明確になっていない」と回答した者(41.3%)及

び「返品の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた返品がある」と回答し

た者(17.3%)を併せると58.6%となっている。 

 

図１６ 基準の範囲を超えた返品の要請(納入業者調査) 

41.3%

37.0%

39.3%

49.5%

40.5%

36.5%

48.5%

48.3%

28.7%

42.1%

17.3%

12.4%

18.9%

21.3%

22.0%

17.0%

18.7%

18.2%

10.8%

15.8%

41.4%

50.6%

41.9%

29.3%

37.5%

46.5%

32.8%

33.5%

60.5%

42.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=2804)

百貨店 (N=435)

大型総合スーパー (N=535)

ホームセンター (N=287)

専門量販店 (N=296)

ＣＶＳ (N=159)

ディスカウントストア (N=241)

ドラッグストア (N=242)

通販業者 (N=167)

その他の大規模小売業者 (N=442)

返品の基準は明確になっていない。 返品の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた返品がある。
返品の基準は明確になっており，基準の範囲内で返品がなされている。
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    また，小売業者調査によれば，返品に関する条件の取決めの方法については，「書

面で行っている」と回答した者が 69.9%と最も多く，次いで，「口頭で行っている」

と回答した者が 19.9%となっている。 

 

図１７ 返品に関する条件の取決めの方法(小売業者調査) 

19.9%

4.0%

69.9% 6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=226)

口頭で行っている。 取り決めはしていない。 書面で行っている。 その他
 

 

    このことから，返品条件については，書面により取り決められている場合が多い

ものの，納入業者からみれば，返品基準は必ずしも明確にはなっていない，又は基

準どおりに返品がなされていない場合が多いことがうかがわれる。 
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  エ 平成１４年以降の状況の変化 

    納入業者調査によれば，平成１４年以降の返品の状況の変化については，全体で

は，「返品の状況はほとんど変わらない」と回答した者が 54.5%と最も多く，次いで，

「もともと返品はない」と回答した者が 20.5%となっている。 

    また，返品が「大幅に減った」，「若干減った」とする者の割合の合計は 14.7%と

なっており，返品が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計 10.2%

を若干上回っている。 

    これを業態別にみると，ホームセンター及びドラッグストアでは，他の業態とは

逆に，返品が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計が「大幅に減

った」，「若干減った」とする者の割合の合計を上回っている。 

 

図１８ 平成１４年以降の返品の状況の変化(納入業者調査) 

6.8%

6.7%

9.7%

7.9%

5.1%

6.3%

9.1%

8.4%

54.5%

49.9%

51.7%

61.1%

53.7%

52.1%

58.6%

60.5%

61.8%

53.1%

10.3%

8.5%

12.6%

11.2%

12.7%

9.0%

11.3%

11.2%

8.9%

8.5%

10.8%

6.4%

6.3%

3.5%

1.8%

3.3%

0.9%

4.0%

2.8%

3.4%

2.5%

3.5%

4.6%

5.7%

3.8%

3.1%

2.1%

3.6%

3.0%

4.5%

3.0%

5.2%

4.4%

7.1%

22.4%

24.1%

16.9%

29.9%

17.2%

19.1%

29.3%

20.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3744)

百貨店 (N=673)

大型総合スーパー (N=706)

ホームセンター (N=329)

専門量販店 (N=378)

ＣＶＳ (N=234)

ディスカウントストア (N=302)

ドラッグストア (N=286)

通販業者 (N=228)

その他の大規模小売業者 (N=608)

返品が大幅に増えた。 返品が若干増えた。 返品の状況はほとんど変わらない。
返品が若干減った。 返品が大幅に減った。 もともと返品はない。
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２ 商品納入後の値引き要請 

 （1） 商品納入後の値引き要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者が負うべき責任がないにもかか

わらず，買取りを条件として納入された商品について，一方的にあらかじめ定めた

納入価格から値引きを行うことは，優越的地位の濫用として問題となる。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，百貨店業者が，納入業者から商品を購入した後において，そ

の商品の納入価格の値引きを納入業者にさせることは，原則として禁止されている

(第２項)。例外として許容されるのは，①納入を受けた商品が，納入業者の責めに

帰すべき事由による瑕疵があった場合において，納入を受けた日から相当の期間内

に，正当な金額の範囲内において，納入業者にその商品の納入価格の値引きをさせ

る場合，②納入を受けた商品が注文した商品と異なっていた場合において，納入を

受けた日から相当の期間内に，正当な金額の範囲内において，納入業者にその商品

の納入価格の値引きをさせる場合に限られている。 

 

 （2） 商品納入後の値引き要請の実態 

  ア 商品納入後の値引き要請の状況 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における商品納入後の値引き要請の有無に

ついてみると，自社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず，商品納入後に「値

引き要請があった」と回答した者が 23.3%となっている。 

 

図１９ 商品納入後の値引き要請の有無(納入業者調査) 

76.7%23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3677)

値引き要請があった。 値引き要請はなかった。
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  イ 商品納入後の値引き要請の理由 

    納入業者調査によれば，商品納入後の値引き要請の理由については，全体では，

「小売業者がセールで値引き販売したため要請してきた」と回答した者が 65.3%と

最も多く，次いで，「小売業者が決算対策のため要請してきた」と回答した者が13.0%，

「小売業者が立てた目標額に達しなかったため要請してきた」と回答した者が11.9%

となっている。 

    これを業態別にみると，通販業者を除く他の業態では同様の傾向であるが，通販

業者では，「小売業者が立てた目標額に達しなかったため要請してきた」と回答した

者が最も多くなっている。 

 

図２０ 商品納入後の値引き要請の理由(納入業者調査) 

65.3%

73.8%

67.0%

66.4%

68.8%

62.5%

66.7%

58.7%

27.3%

59.7%

13.0%

13.8%

15.1%

9.8%

12.5%

11.1%

20.6%

22.7%

16.9%

11.9%

5.7%

12.1%

10.1%

13.4%

18.8%

12.5%

11.1%

31.8%

13.7%

9.7%

16.4%

7.1%

8.4%

8.0%

6.3%

9.7%

9.5%

18.2%

9.7%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=874)

百貨店 (N=122)

大型総合スーパー (N=224)

ホームセンター (N=119)

専門量販店 (N=112)

ＣＶＳ (N=16)

ディスカウントストア (N=72)

ドラッグストア (N=63)

通販業者 (N=22)

その他の大規模小売業者 (N=124)

小売業者がセールで値引き販売したため要請してきた。 小売業者が決算対策のため要請してきた。
小売業者が立てた目標額に達しなかったため要請してきた。 その他
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  ウ 平成１４年以降の状況の変化 

    納入業者調査によれば，平成１４年以降の商品納入後の値引き要請の状況の変化

については，全体では，「もともと値引き要請はない」と回答した者が 47.0%となっ

ているものの，「値引き要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者も 32.0%と

なっている。 

    また，値引き要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計は 14.2%

となっており，値引き要請が「大幅に減った」，「若干減った」とする者の割合の合

計 6.7%を大幅に上回っている。 

    これを業態別にみると，ホームセンター，専門量販店，ディスカウントストア，

ドラッグストア及びその他の大規模小売業者では，値引き要請が「大幅に増えた」，

「若干増えた」とする者の割合の合計が全体の「大幅に増えた」，「若干増えた」と

する者の割合の合計を上回っている。 

 

図２１ 平成１４年以降の商品納入後の値引き要請の状況の変化(納入業者調査) 

7.9%

6.9%

8.2%

7.8%

9.4%

6.0%

10.1%

16.8%

10.2%

11.5%

10.9%

9.9%

32.0%

26.0%

34.8%

39.1%

35.7%

34.4%

36.4%

29.6%4.6%

4.8%

2.8%

3.7%

2.3%

2.2%

4.5%

5.1% 31.3%

24.2%

5.7%

5.5%

5.3%

0.9%

3.7%

6.9%

3.7%

4.7%

4.1%

4.7%

1.4%

0.9%

2.7%

1.4%

1.4%

1.9%

0.7%

2.0%

2.0%

3.8%

50.4%

67.3%

37.6%

38.7%

56.2%

39.8%

30.3%

40.8%

59.5%

47.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3566)

百貨店 (N=650)

大型総合スーパー (N=684)

ホームセンター (N=304)

専門量販店 (N=364)

ＣＶＳ (N=217)

ディスカウントストア (N=279)

ドラッグストア (N=258)

通販業者 (N=223)

その他の大規模小売業者 (N=587)

値引き要請が大幅に増えた。 値引き要請が若干増えた。 要請の状況はほとんど変わらない。
値引き要請が若干減った。 値引き要請が大幅に減った。 もともと値引き要請はない。
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３ 買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要請 

 （1） 買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    小売業者が，納入業者に対して買取仕入れから委託仕入れ方式に変更要請をする

こと自体が独占禁止法上問題となるものではないが，例えば，取引上優越した地位

にある小売業者が納入業者に対して，十分に協議することなく一方的に仕入方式を

買取仕入れから委託仕入れ方式に変更することにより，納入業者に不当に不利益を

与えることとなる場合には優越的地位の濫用として問題となる。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，百貨店業者が，百貨店業者と納入業者との取引以外の一般の

委託販売取引における正常な商慣習に照らして納入業者に著しく不利益となるよう

な条件をもって，当該納入業者に自己と委託販売取引をさせることを禁止している

(第３項)。 

 

（2） 買取仕入れから委託仕入れ方式への変更の要請の実態 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における買取仕入れから委託仕入れ方式へ

の変更の要請の有無についてみると，「要請されたことがある」と回答した者が 8.7%

となっている。 

 

図２２ 買取仕入れから委託仕入れへの変更の要請の有無(納入業者調査) 

8.7%

12.2%

10.0%

10.8%

11.9%

91.3%

87.8%

90.0%

89.2%

88.1%

94.5%

94.1%

91.8%

94.7%5.3%

8.2%

5.9%

5.5%

3.3% 96.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3842)

百貨店 (N=689)

大型総合スーパー (N=701)

ホームセンター (N=334)

専門量販店 (N=403)

ＣＶＳ (N=244)

ディスカウントストア (N=311)

ドラッグストア (N=288)

通販業者 (N=268)

その他の大規模小売業者 (N=604)

要請されたことがある。 要請されたことはない。  
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４ 低価格納入の要請 

 （1） 低価格納入の要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    小売業者が，納入業者に対して低価格納入の要請を行うこと自体が独占禁止法上

問題となるものではないが，例えば，取引上優越した地位にある小売業者が納入業

者に対して十分に協議することなく一方的に著しく低い価格で納入させることによ

り，納入業者に不当に不利益を与えることとなる場合には優越的地位の濫用として

問題となる。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，百貨店業者が，特売，廉売等の用に供する特定の商品を，そ

の商品と同種の商品の一般の卸売価格に比べて著しく低い価格をもって，当該納入

業者に納入させることを禁止している(第４項)。 
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 （2） 特売，創業祭等における低価格納入の実態 

  ア 納入価格差の状況 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における小売業者が特売・創業祭等で販売

する商品の納入価格と通常の納入価格との差についてみると，「５％以上１０％未

満」と回答した者が 25.0%と最も多く，次いで，「１０％以上２０％未満」と回答し

た者が 21.6%となっているが，「差がない」と回答した者も 19.2%となっている。 

    これを業態別にみると，大型総合スーパー，ホームセンター，専門量販店及びデ

ィスカウントストアでは，「２０％以上」と回答した者の割合が他の業態に比べ高く

なっている。また，百貨店，ＣＶＳ及び通販業者では，「差がない」と回答している

者が最も多くなっている。 

 

図２３ 特売・創業祭等で販売する商品の納入価格と通常の納入価格との差(納入業者調査) 
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17.8%

22.7%

28.2%

21.2%

13.0%

22.0%
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25.5%
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13.4%

10.5%
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10.8%

6.1%

11.5%

6.8%

7.9%

8.1%

6.2%

9.9%

9.1%

6.0%

3.3% 2.3%

4.0%

2.3%

0.8%

0.5%

0.7%

0.6%

2.1%

0.5%

1.6%

0.4%

0.0%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3697)

百貨店 (N=662)

大型総合スーパー (N=701)

ホームセンター (N=337)

専門量販店 (N=382)

ＣＶＳ (N=215)

ディスカウントストア (N=309)

ドラッグストア (N=278)

通販業者 (N=213)

その他の大規模小売業者 (N=600)

差がない ５％未満 ５％以上１０％未満 １０％以上２０％未満 ２０％以上３０％未満 ３０％以上５０％未満 ５０％以上
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    一方，小売業者調査によれば，調査対象期間における特売，創業祭等で販売する

商品の仕入価格と通常の仕入価格との差については，「５％以上１０％未満」と回答

した者が 30.2%と最も多く，次いで，「差がない」と回答した者が 21.2%，「１０％以

上２０％未満」と回答した者が 20.3%の順となっている。 

 

図２４ 特売・創業際等で販売する商品の仕入価格と通常の仕入価格との差(小売業者調査) 

12.7% 20.3%21.2% 30.2% 11.3%

4.2%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=212)

差がない ５％未満 ５％以上１０％未満 １０％以上２０％未満

２０％以上３０％未満 ３０％以上５０％未満 ５０％以上
 

 

    また，小売業者調査によれば，仕入価格を決定する部署については，「主として本

社」と回答した者が 80.4%となっている。 

 
図２５ 仕入価格を決定する部署(小売業者調査) 

6.7% 8.0%80.4% 4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=225)

主として本社 主として店舗 本社と店舗 その他
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  イ 納入交渉の状況 

    納入業者調査によれば，小売業者との特売，創業祭等で販売する商品の納入価格

の決定方法については，「交渉し，双方合意の上で決めている」と回答した者が 70.3%

と最も多く，次いで，「交渉し，主に当社の提示した価格で決まることが多い」と回

答した者が 13.6%となっている。 

    これを業態別にみると，大型総合スーパー，ホームセンター，ＣＶＳ，ディスカ

ウントストア及びドラッグストアでは，「交渉し，主に当社の提示した価格で決まる

ことが多い」と回答した者の割合より，「交渉し，主に取引先小売業者の提示した価

格で決まることが多い」と回答した者の割合の方が高くなっている。 

 

図２６ 小売業者との特売，創業祭等で販売する商品の納入価格の決定方法(納入業者調査) 

13.6%

19.7%

10.7%

8.6%

13.4%

10.8%

8.9%

11.4%

16.4%

16.3%

12.1%

7.8%

16.2%

13.4%

12.2%

13.5%

17.3%

12.4%

8.5%

10.0%70.3%

73.0%

73.6%

70.2%

66.0%

71.3%

73.8%

68.8%

68.6%

70.3%

3.1%

1.5%

1.4%

0.3%

1.2%

6.2%

2.1%

1.9%

2.4%

2.2%

1.8%

0.7%

2.3%

2.4%

3.5%

0.9%

2.2%

1.2%

1.5%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=4111)

百貨店 (N=735)

大型総合スーパー (N=747)

ホームセンター (N=359)

専門量販店 (N=425)

ＣＶＳ (N=259)

ディスカウントストア (N=336)

ドラッグストア (N=307)

通販業者 (N=293)

その他の大規模小売業者 (N=650)

交渉し，双方合意の上で決めている。 交渉し，主に当社の提示した価格で決まることが多い。
交渉し，主に取引先小売業者の提示した価格で決まることが多い。 交渉する余地はほとんどない。
その他
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  ウ 平成１４年以降の状況の変化 

    納入業者調査によれば，平成１４年以降の特売，創業祭等における低価格納入の

要請の状況の変化については，全体では，「ほとんど変わらない」と回答した者が

49.4%と最も多く，次いで，「もともと低価格の要請はない」と回答した者が 20.1%

となっている。 

    また，低価格納入の要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合

計は 19.5％となっており，低価格納入の要請が「大幅に減った」，「若干減った」と

する者の割合の合計 11.0％を大幅に上回っている。 

 

    このように，納入価格の決定方法については，大規模小売業者と納入業者との間

で十分に協議がなされている場合も多いが，低価格納入の要請自体は増加傾向にあ

ることがうかがわれる。 

 

図２７ 平成１４年以降の小売業者の特売，創業祭等を理由とした低価格納入の要請の頻度(納入業者調査) 

5.0%

5.7%

7.7%

9.6%

8.4%

5.0%

14.5%

8.4%

15.5%

20.1%

15.1%

10.2%

18.5%

19.9%

5.1%

17.3%

49.4%

46.0%

50.6%

54.6%

49.6%

46.8%

52.2%

49.8%

39.4%

52.2%

5.1%

1.3%

0.9%

4.8%

2.6%

3.0%

7.7%

8.9%

10.3%

6.2%

9.1%

6.1%

5.9%

7.5%

1.4%

1.9%

3.2%

4.6%

2.2%

3.0%

0.9%

4.0%

4.6%

3.3%

15.8%

48.3%

14.6%

11.8%

36.2%

17.4%

8.3%

13.3%

29.5%

20.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3844)

百貨店 (N=694)

大型総合スーパー (N=716)

ホームセンター (N=339)

専門量販店 (N=397)

ＣＶＳ (N=235)

ディスカウントストア (N=314)

ドラッグストア (N=287)

通販業者 (N=236)

その他の大規模小売業者 (N=626)

大幅に増えた。 若干増えた。 ほとんど変わらない。 若干減った。 大幅に減った。 もともと低価格の要請はない。
 

 

 



 47 

５ プライベート・ブランド商品の受領拒否 

 （1） プライベート・ブランド商品の受領拒否に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者が負うべき責任がないにもかか

わらず，一方的な都合でプライベート・ブランド商品の受領を拒否することにより，

納入業者に不当に不利益を与えることとなる場合には優越的地位の濫用として問題

となる。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，百貨店業者が，納入業者に対してあらかじめ特別の規格，意

匠，型式等を指示して特定の商品を納入させることを契約した後において，納入業

者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず，その商品の全部又は一部の納入を

拒否することは，原則として禁止されている(第５項)。例外として許容されるのは，

納入業者の同意を得て，かつ，正当な損害賠償を行う場合に限られている。 

 

 （2） プライベート・ブランド商品の受領拒否の実態 

    小売業者調査によれば，調査対象期間におけるプライベート・ブランド商品の取

扱いの有無については，「取り扱っている」と回答した者が 86.2%と高い割合となっ

ている。 

 

図２８ プライベート・ブランド商品の取扱いの有無(小売業者調査) 

13.8%86.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=224)

取り扱っている。 取り扱っていない。
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   一方，納入業者調査によれば，調査対象期間におけるプライベート・ブランド商品

の受領拒否の有無についてみると，全体では，「受領拒否されたことがある」と回答し

た者が 13.4%となっている。 

 

図２９ プライベート・ブランド商品の受領拒否(納入業者調査) 

86.6%13.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1314)

受領拒否されたことがある。 受領拒否されたことはない。
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６ 従業員等の派遣要請 

 （1） 従業員等の派遣の要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    従業員等の派遣は，納入業者にとって納入商品の販売促進につながる，消費者ニ

ーズの動向を直接把握できる，小売業者にとって専門的な商品知識の不足が補われ

る等の利点を有している場合があるが，取引上優越した地位にある小売業者が納入

業者の直接の利益とならないにもかかわらず，一方的な都合で派遣を要請し，派遣

させることにより，納入業者に不当に不利益を与えることとなる場合は，優越的地

位の濫用として問題となる。 

    (注) 「従業員等の派遣の要請」とは，小売業者が，納入業者に対して，納入業

者の商品又は納入業者が納入した商品の販売等のためにその従業員等の派遣

を要請することをいう。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，百貨店業者が，自己の販売業務のために，納入業者にその従

業員等を派遣させて使用し，又は自己が直接雇用する従業員等の人件費を納入業者

に負担させることは，原則として禁止されている(第６項)。例外として許容される

のは，納入業者の納入に係る商品について，百貨店業者の従業員の持っていない販

売に関する特殊な技術又は能力を有する従業員等を派遣させて，その商品の販売業

務に従事させることが，納入業者の直接の利益となる場合に限られている。 

 

 （2） 従業員等の派遣要請の実態 

  ア 従業員等の派遣要請の状況 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における従業員等の派遣要請の有無につい

てみると，「要請を受けたことがある」と回答した者が 54.6%となっている。 

 

図３０ 従業員等の派遣要請の有無(納入業者調査) 

45.4%54.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3787)

要請を受けたことがある。 要請を受けたことはない。
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    一方，小売業者調査によれば，調査対象期間における従業員等の派遣要請の有無

については，「要請をしたことがある」と回答した者が 68.0%となっている。 

 

図３１ 従業員等の派遣要請の有無(小売業者調査) 

32.0%68.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=225)　

要請をしたことがある。 要請をしたことはない。
 

 

  イ 従業員等の派遣要請の内容 

    納入業者調査によれば「要請を受けたことがある」と回答した者のうち，「不当な

従業員等の派遣要請がある」と回答した者が 68.3％となっている。 

 

図３２ 不当な従業員等の派遣要請の有無(納入業者調査) 

68.3% 31.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1931)

不当な従業員等の派遣要請がある。 不当な従業員等の派遣要請はない。
 

 

    納入業者調査によれば，この不当な従業員等の派遣要請の内容については，「納入

商品の販売促進に寄与するとは思われない棚卸，棚替え，社内事務等の業務のため

の派遣要請」が 83.5％と最も多く，次いで，「納入商品の販売促進やコスト削減に

寄与するなどして得る利益の範囲を超えた派遣要請」が 42.0％，「取引先小売業者

の人件費の負担要請」が 15.5％となっている。 

 

    これを業態別にみると，ホームセンター，専門量販店，ディスカウントストア及

びドラッグストアでは，「納入商品の販売促進に寄与するとは思われない棚卸，棚替

え，社内事務等の業務のための派遣要請」と回答した者が約９割を占めている。 
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図３３ 不当な従業員等の派遣要請の内容(納入業者調査) 

83.5%

59.2%

85.6%

89.2%

89.1%

86.7%

88.7%

92.0%

75.0%

83.2%

42.0%

44.7%

38.5%

45.4%

45.7%

33.3%

45.4%

40.6%

25.0%

40.0%

15.5%

13.0%

9.7%

17.4%

11.1%

9.9%

8.7%

25.0%

11.6%

39.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1319)

百貨店 (N=179)

大型総合スーパー (N=299)

ホームセンター (N=185)

専門量販店 (N=138)

ＣＶＳ (N=45)

ディスカウントストア (N=141)

ドラッグストア (N=138)

通販業者 (N=4)

その他の大規模小売業者
(N=190)

納入商品の販売促進に寄与するとは思われない棚卸，棚替え，社内事務等の業務のための派遣要請。
納入商品の販売促進やコスト削減に寄与するなどして得る利益の範囲を超えた派遣要請。
取引先小売業者の人件費の負担要請。

 

(複数回答あり) 
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    一方，小売業者調査によれば，従業員等の派遣要請の内容については，「納入商品

の販売促進やコスト削減に寄与することなどによる納入業者の利益の範囲内で派遣

要請をしたことがある」と回答した者が 64.4％と最も多く，次いで，「従業員等の

派遣に関する基準をあらかじめ明確にして派遣要請をしたことがある」と回答した

者が 45.6％となっている。 

 

図３４ 従業員等の派遣要請の内容(小売業者調査) 

45.6%

13.4%

12.1%

64.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全　　体 (N=149)

納入商品の販売促進やコスト削減に寄与することなどによる納入業者の利益の範囲内で派遣要請をしたことがある。
従業員等の派遣に関する基準をあらかじめ明確にして派遣要請をしたことがある。
従業員等の派遣のために通常必要な費用を支払って派遣要請をしたことがある。
その他

 

(複数回答あり) 
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  ウ 従業員等の派遣基準の明確化及び遵守の状況 

    納入業者調査によれば，従業員等の派遣基準の明確化及び遵守の状況については，

全体では，「派遣の基準は明確になっていない」と回答した者が 64.9%と最も多く，

「派遣の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた派遣要請がある」と回答

した者(9.5%)を併せると 74.4%となっている。また，「派遣の基準は明確になってお

り，基準の範囲内で要請がなされている」と回答した者が 25.6%となっている。 

    これを業態別にみると，百貨店を除く他の業態では「派遣の基準は明確になって

いない」と回答した者の割合がいずれも６割を超えているが，百貨店では，「派遣

の基準は明確になっており，基準の範囲内で要請がなされている」と回答した者の

割合(44.0%)が他の業態に比べて高くなっている。 

 

図３５ 従業員等の派遣基準の明確化(納入業者調査) 

64.9%

46.3%

64.6%

71.7%

67.3%

75.3%

69.2%

73.4%

64.5%

70.2%

9.5%

9.7%

7.8%

12.8%

11.1%

6.5%

14.4%

8.7%

9.7%

6.6%

25.8%

17.9%

18.2%

25.6%

44.0%

27.6%

15.5%

21.6%

16.4%

23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=2007)

百貨店 (N=352)

大型総合スーパー (N=449)

ホームセンター (N=226)

専門量販店 (N=199)

ＣＶＳ (N=77)

ディスカウントストア (N=195)

ドラッグストア (N=173)

通販業者 (N=31)

その他の大規模小売業者 (N=305)

派遣の基準は明確になっていない。
派遣の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた派遣要請がある。
派遣の基準は明確になっており，基準の範囲内で要請がなされている。
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    また，小売業者調査によれば，従業員等の派遣に関する条件の取決めの方法につ

いては，「取決めはしていない」と回答した者が 34.1%と最も多く，次いで，「書面

で行っている」と回答した者が 30.7%となっている。 

 

図３６ 従業員等の派遣に関する条件の取決めの方法(小売業者調査) 

30.7% 34.1% 9.8%25.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=205)

口頭で行っている。 書面で行っている。 取り決めはしていない。 その他
 

 

    このことから，従業員等の派遣条件については，書面により取り決められている

場合が少ないため，派遣基準が明確にはなっていない場合も多いことがうかがわれ

る。 
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  エ 陳列作業のための従業員等の派遣要請 

    納入業者調査によれば，陳列作業のための従業員等の派遣要請の状況については，

全体では，派遣要請を受けたことが「ある」と回答した者が 85.5%となっている。 

 

図３７ 陳列作業のための従業員等の派遣の要請の有無(納入業者調査) 

14.5%85.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=780)

ある ない
 

 

    また，陳列作業のための従業員等の派遣要請をどう思うかについては，「納入商品

の販売促進にある程度寄与すると思うが，派遣要請の内容により利益の範囲を超え

ない場合もあるため，不当かどうか一概には言えない」と回答した者が 39.2%と最

も多く，次いで，「納入商品の販売促進にある程度寄与すると思うが，それにより得

る利益の範囲を超えた派遣要請である」と回答した者が 29.1%となっている。 

 

図３８ 納入した商品の陳列作業のための従業員等の派遣について，どのように思うか。(納入業者調査) 

29.1% 18.4% 11.4%39.2% 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=694)

納入商品の販売促進にある程度寄与すると思うが，派遣要請の内容により利益の範囲を超えない場合もあるため，不当かどうか一概には言えない。
納入商品の販売促進にある程度寄与すると思うが，それにより得る利益の範囲を超えた派遣要請である。
納入商品の販売促進に寄与するものであり，不当だとは思わない。
納入商品の販売促進に寄与するとは思わない。
その他
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  オ 平成１４年以降の状況の変化 

 納入業者調査によれば，平成１４年以降の従業員等の派遣要請の状況の変化につ

いては，全体では，「要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者が 42.7%と最

も多く，次いで，「もともと派遣要請はない」と回答した者が 35.0%となっている。 

    また，派遣要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計は 12.8%

となっており，派遣要請が「大幅に減った」，「若干減った」とする者の割合の合計

9.5%を若干上回っている。 

    これを業態別にみると，ホームセンター，ディスカウントストア及びドラッグス

トアでは，要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計が，「大幅

に減った」，「若干減った」とする者の割合の合計を大幅に上回っている。 

 

図３９ 平成１４年以降の従業員等の派遣要請の状況の変化(納入業者調査) 

8.0%

42.7%

44.4%

45.2%

46.9%

39.1%

36.1%

51.1%

49.0%

40.7%

4.0%

3.7%

3.3%

3.8%

9.8%

1.1%

1.8%

1.3%

2.9%

0.0%

13.8%

9.0%

5.6%

9.4%

11.7%

5.5%

12.6%

12.0%

9.1%

13.4%

3.9%

4.0%

4.8%

4.9%

3.3%

1.3%

5.9%

10.6%

7.4%

5.4%

3.6%

4.4%

5.5%

3.7%

1.1%

4.0%

0.6%

3.2%

0.4%

3.6%

35.0%

38.9%

26.0%

22.0%

34.5%

53.0%

24.5%

25.9%

83.4%

38.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3383)

百貨店 (N=656)

大型総合スーパー (N=670)

ホームセンター (N=305)

専門量販店 (N=325)

ＣＶＳ (N=183)

ディスカウントストア (N=278)

ドラッグストア (N=251)

通販業者 (N=157)

その他の大規模小売業者 (N=558)

派遣要請が大幅に増えた。 派遣要請が若干増えた。 要請の状況はほとんど変わらない。
派遣要請が若干減った。 派遣要請が大幅に減った。 もともと派遣要請はない。

 

 



 57 

７ 不当な要請を断ったことによる不利益な取扱い 

 （1） 不当な要請を断ったことによる不利益な取扱いに関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者が当該小売業者から不当な要請

を拒否したことを理由に取引の条件又は実施について不利益な取扱いをすることは，

優越的地位の濫用として問題となる。 

 

   (参 考) 

    百貨店業告示では，納入業者が百貨店業告示で指定した事項の要請を拒否したこ

とを理由として，百貨店業者が，納入業者に対して代金の支払を遅らせ，購入の数

量を削減し，取引を停止し，その他不利な取扱いをすることを禁止している(第７項)。 

 

 （2） 不利益な取扱いの実態 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における，不当な要請を断ったことによる

大規模小売業者からの不利益な取扱いの有無についてみると，「不利益な取扱いを受

けたことはない」と回答した者が 91.7%となっている。ただし，このように回答し

た者の中には，「不当な要請であってもこれを断ることができないから，そもそも不

当な要請を断ったために，不利益な取扱いを受けることはない」と指摘した者もい

る。 

 

図４０ 各種要請を断ったことによる大規模小売業者からの不利益な取扱い(納入業者調査) 

91.7%8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3505)

不利益な取扱いを受けたことがある。 不利益な取扱いを受けたことはない。
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８ 商品やサービスの購入要請 

 （1） 購入要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    小売業者は，納入業者に対して，納入取引関係を利用して自己の販売する商品の

購入や役務の利用を要請することがある。取引上優越した地位にある小売業者が納

入業者に対して，納入業者が購入等を希望しないにもかかわらず，納入業者に対し

て商品の購入や役務の利用を要請し，購入等をさせることは，優越的地位の濫用と

して問題となる｡ 

 

 （2） 購入要請の実態 

  ア 購入要請の状況及び具体的内容 

納入業者調査によれば，不当な商品やサービスの購入要請の有無について，「不当

な商品やサービスの購入要請がある」と回答した者が 33.4％となっている。 

 
図４１ 不当な商品やサービスの購入要請の有無(納入業者調査) 

33.4% 66.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3563)

不当な商品やサービスの購入要請がある。 不当な商品やサービスの購入要請はない。
 

 

    不当な商品やサービスの購入要請の方法としては，「仕入担当者(仕入担当者の上

司等仕入取引に影響を及ぼし得る者も含む。)が購入を要請してきた」と回答した者

が 86.6％と最も多く，次いで，「小売業者名で組織的・計画的に購入を要請してき

た」と回答した者が 27.0％となっている。 
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図４２ 不当な商品やサービスの購入要請の方法(納入業者調査) 

86.6%

86.8%

88.0%

91.8%

83.5%

81.5%

89.0%

88.7%

65.0%

85.7%

27.0%

26.8%

25.1%

27.1%

30.4%

31.5%

20.7%

22.6%

35.0%

29.4%

14.2%

13.0%

17.6%

15.7%

14.8%

13.4%

19.4%

20.0%

15.1%

13.9%

13.6%

13.7%

15.3%

17.4%

11.1%

15.9%

16.1%

10.0%

12.2%

5.0%

4.4%

4.0%

5.9%

7.8%

5.6%

11.0%

4.8%

5.0%

2.9%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1190)

百貨店 (N=228)

大型総合スーパー (N=299)

ホームセンター (N=85)

専門量販店 (N=115)

ＣＶＳ (N=54)

ディスカウントストア (N=82)

ドラッグストア (N=62)

通販業者 (N=20)

その他の大規模小売業者
(N=245)

仕入担当者(仕入担当者の上司等仕入取引に影響を及ぼし得る者も含む。)が購入を要請してきた。
小売業者名で組織的・計画的に購入を要請してきた。

購入しなければ今後の取引に影響すると懸念されるような要請方法又は販売方法であった。
購入する意思がないと伝えたにもかかわらず，重ねて購入を要請してきた。
購入する意思がないのに，一方的に商品を送付してきた。

 

(複数回答あり) 
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イ 平成１４年以降の状況の変化 

    納入業者調査によれば，平成１４年以降の商品やサービスの購入要請の状況の変

化については，全体では，「もともと購入要請はない」と回答した者が 55.0%と最も

多く，次いで，「要請の状況はほとんど変わらない」と回答した者も 25.4%となって

いる。 

    また，購入要請が「大幅に減った」，「若干減った」とする者の割合の合計は 15.8%

となっており，購入要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計

3.8%を大幅に上回っている。 

    これを業態別にみると，ディスカウントストアでは，購入要請が「若干増えた」

と回答した者が 10.4%と他の業態に比べて高くなっている。また，通販業者では，「も

ともと購入要請はない」と回答した者の割合が 82.9%と他の業態に比べ高くなって

いる。 

 

図４３ 平成１４年以降の商品やサービスの購入要請の状況の変化(納入業者調査) 

25.4%

24.2%

30.6%

24.7%

26.6%

19.5%

19.5%

20.5%

32.4%

9.0%

7.4%

11.7%

9.3%

7.9%

10.3%

1.4%

0.0%

0.4%

0.3%

0.5%

0.6%

0.4%

0.5%

0.6%

0.3%

3.2%

2.3%

2.6%

2.4%

2.0%

2.9%

10.4%

2.4%

0.9%

3.6%

12.5%

8.1%

10.4%

9.2%

2.3%

6.8%

11.1%

11.0%

6.2%

5.1%
2.4%

4.0%

3.6%

1.4%

4.5%

55.0%

54.6%

43.5%

57.0%

57.8%

66.7%

55.2%

63.9%

82.9%

47.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3544)

百貨店 (N=665)

大型総合スーパー (N=682)

ホームセンター (N=291)

専門量販店 (N=353)

ＣＶＳ (N=210)

ディスカウントストア (N=297)

ドラッグストア (N=249)

通販業者 (N=216)

その他の大規模小売業者 (N=581)

購入要請が大幅に増えた。 購入要請が若干増えた。 要請の状況はほとんど変わらない。
購入要請が若干減った。 購入要請が大幅に減った。 もともと購入要請はない。
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９ 協賛金等の負担要請 

 （1） 協賛金等の負担要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    小売業者が納入業者に対して，催事，広告等のためのいわゆる協賛金など，金銭

的な負担(協賛金等の負担)を要請することがある。小売業者と納入業者が共同して

商品キャンペーンのための催事や広告を行う場合，そのための費用について，納入

業者が協賛金等を負担することが，納入商品の販売促進につながるなど納入業者に

とっても直接の利益となる場合もあるが，取引上優越した地位にある小売業者が納

入業者の直接の利益とならないにもかかわらず，一方的な都合で納入業者に対し要

請を行い協賛金等を負担させることにより，納入業者に不当に不利益を与えること

となる場合には，優越的地位の濫用として問題となる。 

 

 （2） 協賛金等の負担要請の実態 

  ア 協賛金等の負担要請の状況 

    納入業者調査によれば，調査対象期間における協賛金等の負担要請の有無につい

てみると，「要請を受けたことがある」と回答した者が 62.6%となっている。 

 

図４４ 協賛金等の負担要請の有無(納入業者調査) 

37.4%62.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3780)

要請を受けたことがある。 要請を受けたことはない。
 

 

    一方，小売業者調査によれば，調査対象期間における協賛金等の負担要請につい

ては，「要請をしたことがある」と回答した者が 78.7%となっている。 

 

図４５ 協賛金等の負担要請の有無(小売業者調査) 

21.3%78.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=221)　

要請をしたことがある。 要請をしたことはない。
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  イ 協賛金等の負担要請の内容 

    納入業者調査によれば，「要請を受けたことがある」と回答した者のうち，「不当

な協賛金の負担要請がある」と回答した者が 68.9％となっている。 

 

図４６ 不当な協賛金等の負担要請の有無(納入業者調査) 

68.9% 31.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=2210)

不当な協賛金の負担要請がある。 不当な協賛金の負担要請はない。
 

 

    納入業者調査によれば，不当な協賛金等の負担要請の内容について，「納入商品の

販売促進に寄与するとは思われない催事(創業祭等)，売場の改装，広告等のための

費用負担の要請」が 75.3％と最も多く，次いで，「納入商品の販売促進やコスト削

減に寄与するなどして得る利益の範囲を超えた協賛金等の要請」が 48.3％，「決算

対策という理由での協賛金等の要請」が 43.4％となっている。 
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図４７ 不当な協賛金等の負担要請の内容(納入業者調査) 

75.3%

85.8%

71.1%

80.2%

75.8%

73.9%

73.0%

72.5%

58.3%

74.5%

48.3%

41.7%

42.0%

56.4%

54.7%

47.8%

56.8%

56.5%

52.8%

42.6%

43.4%

52.5%

52.9%

49.1%

29.0%

49.3%

58.0%

22.2%

41.0%

23.3%

6.9%

25.7%

28.5%

23.6%

24.6%

27.0%

30.4%

27.8%

22.3%

13.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=1522)　

百貨店(N=204)

大型総合スーパー(N=343)

ホームセンター(N=172)

専門量販店(N=161)

ＣＶＳ(N=69)

ディスカウントストア(N=148)

ドラッグストア(N=138)

通販業者(N=36)

その他の大規模小売業者(N=251)

納入商品の販売促進に寄与するとは思われない催事(創業祭等)，売場の改装，広告等のための費用負担の要請。

納入商品の販売促進やコスト削減に寄与するなどして得る利益の範囲を超えた協賛金等の要請。

決算対策という理由での協賛金等の要請。

取引先小売業者と事前に販売目標達成リベートの支給を同意していたが，その販売目標を達成していないにもかかわらず，リベート支給
の要請があった。

 

(複数回答あり) 
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    一方，小売業者調査によれば，「取引先納入業者と事前に販売目標達成リベートの

同意を得ており，その販売目標を達したので，リベート支給の要請をした」と回答

した者が 78.0％と最も多く，次いで，「協賛金等に関する基準をあらかじめ明確に

して協賛金等の要請をした」と回答した者が 61.8％となっている。 

 

図４８ 協賛金等の負担要請の内容(小売業者調査) 

61.8%

57.8%

1.7%

78.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

全　　体(N=173)　

取引先納入業者と事前に販売目標達成リベートの同意を得ており，その販売目標を達成したので，リベート支給の要請をした。
協賛金等に関する基準をあらかじめ明確にして協賛金等の要請をした。
納入商品の販売促進やコスト削減に寄与することなどによる納入業者の利益の範囲内で協賛金等の要請をした。
その他

 

(複数回答あり) 
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  ウ 協賛金等の負担基準の明確化及び遵守の状況 

    納入業者調査によれば，協賛金等の負担基準の明確化及び遵守の状況については，

全体では，「負担の基準は明確になっていない」と回答した者が 56.8%と最も多く，

「負担の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた要請がある」と回答した

者(12.3%)を併せると，69.1%となっている。なお，「負担の基準は明確になっており，

基準の範囲内で要請がなされている」と回答した者は 30.9%となっている。 

 

図４９ 協賛金等の基準の明確化(納入業者調査) 

56.8%

51.9%

53.7%

63.9%

58.7%

56.8%

59.6%

63.4%

50.0%

57.3%

12.3%

6.1%

14.3%

13.2%

16.5%

12.7%

15.2%

15.1%

10.5%

10.5%

30.9%

42.1%

31.9%

22.8%

24.8%

30.5%

25.3%

21.5%

39.5%

32.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=2194)

百貨店 (N=378)

大型総合スーパー (N=454)

ホームセンター (N=219)

専門量販店 (N=218)

ＣＶＳ (N=118)

ディスカウントストア (N=198)

ドラッグストア (N=172)

通販業者 (N=76)

その他の大規模小売業者 (N=361)

負担の基準は明確になっていない。
負担の基準は明確になっているが，基準の範囲を超えた要請がある。
負担の基準は明確になっており，基準の範囲内で要請がなされている。
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    また，小売業者調査によれば，協賛金等に関する条件についての取決めの方法に

ついては，「書面で行っている」と回答した者が67.1%と最も多くなっているものの，

「取決めはしていない」と回答した者も 17.8%となっている。 

 

図５０ 協賛金等に関する条件の取決めの方法(小売業者調査) 

67.1% 17.8% 5.9%9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=219)

口頭で行っている。 書面で行っている。 取り決めはしていない。 その他
 

 

    このことから，協賛金等の負担条件については，書面により取り決められている

場合が多いものの，納入業者からみれば，負担基準が必ずしも明確にはなっていな

い，又は基準の範囲を超えた負担要請が行なわれている場合も多いことがうかがわ

れる。 

 



 67 

  エ 平成１４年以降の状況の変化 

    納入業者調査によれば，平成１４年以降の協賛金等の負担要請の状況の変化につ

いては，全体では，「協賛金等の負担要請の状況はほとんど変わらない」と回答した

者が 42.4%と最も多く，次いで，「もともと協賛金等の負担要請はない」と回答した

者が 28.6%となっている。 

    また，協賛金等の負担要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の

合計は 18.3%となっており，協賛金等の負担要請が「大幅に減った」，「若干減った」

とする者の割合の合計 10.7%を大幅に上回っている。 

    これを業態別にみると，ホームセンター，ディスカウントストア及びドラッグス

トアでは，負担要請が「大幅に増えた」，「若干増えた」とする者の割合の合計が，

「大幅に減った」，「若干減った」とする者の割合の合計を大幅に上回っている。ま

た，通販業者では，「もともと負担要請はない」とする者の割合が 56.5%と他の業態

に比べ高くなっている。 

 

図５１ 平成１４年以降の協賛金等の負担要請の状況の変化(納入業者調査) 
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6.2%

8.2%

4.9%

8.0%

5.8%

7.3%

1.4%

2.0%

3.9%

3.0%

3.8%

2.8%

1.5%

2.2%

1.6%

2.8%

3.4%

19.2%

28.7%

35.5%

17.8%

21.7%

27.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3520)

百貨店 (N=663)

大型総合スーパー (N=679)

ホームセンター (N=307)

専門量販店 (N=352)

ＣＶＳ (N=203)

ディスカウントストア (N=275)

ドラッグストア (N=258)

通販業者 (N=207)

その他の大規模小売業者 (N=576)

協賛金等の負担要請が大幅に増えた。 協賛金等の負担要請が若干増えた。
協賛金等の負担要請の状況はほとんど変わらない。 協賛金等の負担要請が若干減った。
協賛金等の負担要請が大幅に減った。 もともと協賛金等の負担要請はない。
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１０ 物流センターの設置等に伴う費用の負担要請 

 （1） 物流センターの設置等に伴う費用の負担要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    小売業者が，物流センターの設置等仕入体制のシステム化を進めるに当たり，シ

ステム化の費用の負担を納入業者に要請することがある。物流センターの設置等の

取組は，物流業務の合理化を促進し，納入業者にとっても直接の利益となる場合が

あるが，取引上優越した地位にある小売業者が納入業者の直接の利益とならないに

もかかわらず，一方的な都合で納入業者に対し物流センターの設置等に伴って生じ

る費用の負担要請を行い，その費用を負担させることにより，納入業者に不当に不

利益を与えることとなる場合には，優越的地位の濫用として問題となる。 

 

 （2） 物流センターの設置等に伴う費用負担の実態 

  ア 物流センター(子会社等が運営しているものも含む)の利用状況 

    納入業者調査によれば，物流センターの利用状況については，全体では，「利用し

ている」と回答した者が 63.3%となっている。 

    これを業態別にみると，大型総合スーパー及びＣＶＳでは,「利用している」と回

答した者の割合が，それぞれ 81.5%，77.7%と他の業態に比べ高くなっている。また，

百貨店では，「利用している」と回答した者の割合が 43.9%と他の業態に比べ低くな

っている。 

 

図５２ 物流センターの利用状況(納入業者調査) 

63.3%

43.9%

81.5%

65.7%

63.9%

77.7%

54.1%

68.7%

57.3%

60.7%

36.7%

56.1%

18.5%

34.3%

36.1%

22.3%

45.9%

31.3%

42.7%

39.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3804)

百貨店 (N=667)

大型総合スーパー (N=714)

ホームセンター (N=335)

専門量販店 (N=379)

ＣＶＳ (N=238)

ディスカウントストア (N=314)

ドラッグストア (N=291)

通販業者 (N=260)

その他の大規模小売業者 (N=606)

利用している。 利用していない。
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    一方，小売業者調査によれば，物流センターの有無については，「有している」と

回答した者が 78.9%と高い割合となっている。 

 

図５３ 物流センターの有無(小売業者調査) 

21.1%78.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=227)

有している。 有していない。
 

 

    また，小売業者調査によれば，物流センターの利用状況については，「一部を除く

ほとんどの取引先納入業者が利用している」と回答した者が 65.9%と最も多く，次

いで，「利用するかどうかは取引先納入業者の個別判断に任せている」と回答した者

が 18.8%となっている。 

 

図５４ 物流センターの利用状況(小売業者調査) 

65.9% 18.8% 11.9%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=176)

すべての取引先納入業者が利用している。 一部を除くほとんどの取引先納入業者が利用している。
利用するかどうかは取引先納入業者の個別判断に任せている。 その他
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  イ 物流センターを利用する理由 

  納入業者調査によれば，物流センターを利用する理由について，「小売業者の方針

で，物流センターを利用しないと取引できない」と回答した者が63.1％と最も多く，

次いで，「小売業者から要請を受け，受発注業務，物流業務の合理化に資すると思っ

て利用している」と回答した者が 53.0％，「小売業者から要請を受け，利用料の負

担に比べメリットは少ないが，断ると今後の取引に支障が生じると判断して利用し

ている」と回答した者が 31.3％となっている。 

 

図５５ 物流センターを利用する理由(納入業者調査) 

53.0%

31.3%

6.4%

1.7%

63.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全　　体 (N=834)

小売業者の方針で，物流センターを利用しないと取引できない。
小売業者から要請を受け，受発注業務，物流業務の合理化に資すると思って利用している。
小売業者から要請を受け，利用料の負担に比べメリットは少ないが，断ると今後の取引に支障が生じると判断して利用している。
当社の申出による。
その他

 

(複数回答あり) 
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  ウ 物流センターの利用料の負担の状況 

    納入業者調査によれば，物流センターを利用している納入業者の物流センターの

利用料の負担の状況については，全体では，物流センターの利用料を「負担してい

る事例がある」と回答した者が 73.9%となっている。 

    これを業態別にみると，百貨店及び通販業者では，「負担している事例がある」と

回答した者の割合が，それぞれ 46.5%，36.6%と他の業態に比べ低くなっている。 

 

図５６ 物流センターの利用料の負担事例の有無(納入業者調査) 

73.9%

46.5%

87.9%

83.7%

77.0%

74.7%

76.3%

84.8%

36.6%

76.4%

26.1%

53.5%

12.1%

16.3%

23.0%

25.3%

23.7%

15.2%

63.4%

23.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=2520)

百貨店 (N=316)

大型総合スーパー (N=564)

ホームセンター (N=227)

専門量販店 (N=269)

ＣＶＳ (N=194)

ディスカウントストア (N=186)

ドラッグストア (N=198)

通販業者 (N=164)

その他の大規模小売業者 (N=402)

負担している事例がある。 負担している事例はない。
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    納入業者調査によれば，平成１４年以降の物流センターの利用料の料率の状況の

変化については，全体では，「ほとんど変わらない」と回答した者が 80.7%となって

いる。 

    また，利用料の料率が「大幅に値上げ(料率アップ)された」(2.5%)，「若干値上げ

(料率アップ)された」(15.5%)とする者の割合の計は 18.0%となっており，「大幅に

値下げ(料率ダウン)された」(1.3%)，「若干値下げ(料率ダウン)された」(0.1%)とす

る者の割合の計 1.4%を大幅に上回っている。これは，業態別にみても，同じ傾向と

なっている。 

 

図５７ 平成１４年以降の物流センターの利用料の料率の状況の変化(納入業者調査) 

15.5%

13.2%

17.0%

16.9%

18.8%

9.3%

11.1%

13.3%

8.1%

18.4%

2.5%

2.0%

2.1%

1.3%

2.8%

1.7%

3.1%

3.2%

3.2%

3.1%

78.5%

79.1%

83.6%

80.7%

75.2%

86.7%

85.4%

85.0%

78.1%

88.7%

1.7%

1.3%

1.3%

1.5%

2.8%

2.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1931)

百貨店 (N=152)

大型総合スーパー (N=517)

ホームセンター (N=195)

専門量販店 (N=218)

ＣＶＳ (N=150)

ディスカウントストア (N=144)

ドラッグストア (N=173)

通販業者 (N=62)

その他の大規模小売業者 (N=320)

大幅に値上げ(料率アップ)された。 若干値上げ(料率アップ)された。 ほとんど変わらない。
若干値下げ(料率ダウン)された。 大幅に値下げ(料率ダウン)された。
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  エ 物流センターの利用料の負担額(率)に関する協議の状況 

    納入業者調査によれば，物流センターの利用料の負担額(率)に関する協議の状況

については，全体では，「負担額(率)等について協議の機会を与えられなかった(一

方的に要請された)」と回答した者が 45.7%と最も多く，次いで，「負担額(率)等に

ついて一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった」と回答した者が

35.4%となっている。 

 

図５８ 物流センターの利用料の負担額(率)に関する協議の状況(納入業者調査) 

45.7%

41.8%

47.2%

50.8%

44.3%

36.2%

51.0%

40.9%

41.2%

48.8%

35.4%

33.5%

33.7%

36.7%

33.5%

45.0%

35.2%

39.8%

38.2%

32.6%

14.7%

15.2%

15.4%6.8%

9.5%

4.1%

4.0%

2.0%

3.4%

2.1%

2.3%

2.9%

3.7% 14.9%

17.6%

17.0%

11.7%

15.4%

10.6%

15.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1961)

百貨店 (N=158)

大型総合スーパー (N=523)

ホームセンター (N=199)

専門量販店 (N=221)

ＣＶＳ (N=149)

ディスカウントストア (N=145)

ドラッグストア (N=176)

通販業者 (N=68)

その他の大規模小売業者 (N=322)

負担額(率)等について協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)。
負担額(率)等について一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった。
小売業者と協議しようとは思わなかった。
負担額(率)等について十分協議した。
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    また，小売業者調査によれば，物流センターの利用に関する条件の取決めの方法

については，「書面で行っている」と回答した者が 80.3%と高い割合となっている。 

 

図５９ 物流センターの利用に関する条件の取決めの方法(小売業者調査) 

80.3% 7.5%6.4% 5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体(N=173)

口頭で行っている。 書面で行っている。 取り決めはしていない。 その他

 

 

    このことから，物流センターの利用条件については，書面により取り決められて

いる場合が多いものの，納入業者からみれば，物流センターの利用料の負担額(率)

等について，協議の機会を与えられなかった，又は十分な協議の機会を与えられな

かった場合も多いことがうかがわれる。 
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１１ 多頻度小口配送の要請 

 （1） 多頻度小口配送の要請に関する独占禁止法上の考え方 

   (基本的考え方) 

    小売業者が，常に消費者ニーズに対応できるように配送の小口化とそれに伴う配

送の増加(多頻度小口配送)を納入業者に要請することがある。小売業者が納入業者

に対して，多頻度小口配送を求めること自体は直ちに独占禁止法上問題となるもの

でないが，例えば，取引上優越した地位にある小売業者が多頻度小口配送を要請し，

これによって納入に要する費用が大幅に増加するため納入業者が納入単価の引上げ

を求めたにもかかわらず，納入業者と十分協議することなく一方的に，通常の対価

相当と認められる単価に比して著しく低い納入単価で納入させることとにより，納

入業者に不当に不利益を与えることとなる場合には，優越的地位の濫用として問題

となる。 

 

 （2） 多頻度小口配送の要請の実態 

  ア 平成１４年以降の状況の変化 

    納入業者調査によれば，平成１４年以降の配送条件の変更要請の状況の変化につ

いては，全体では，「配送条件の変更要請はない」と回答した者が 63.5%となってお

り，次いで，「配送時間を指定するものであった」と回答した者が 14.1%，「リード

タイムを短くするものであった」と回答した者が 8.3%となっている。 

 
図６０ 平成１４年以降の配送条件の変更要請の状況の変化(納入業者調査) 

14.1%

7.8%

20.8%

15.2%

11.0%

19.2%

14.1%

12.4%

16.4%

10.7%

7.2%

9.8%
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9.3%
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9.0%
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7.2%

4.8%

8.4%

7.0%

2.8%

1.4%

4.9%

5.3%

5.6%

6.3%

5.5%

6.0%

4.1%

4.3%

5.2%

4.6%

4.4%

0.5%

1.9%

2.8%

1.8%

2.4%

1.5%

3.0%

1.2%

1.6%

1.8%

63.5%

77.7%

52.2%

60.3%

64.1%

61.1%

62.9%

61.2%

83.1%

59.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=3266)

百貨店 (N=537)

大型総合スーパー (N=653)

ホームセンター (N=290)

専門量販店 (N=326)

ＣＶＳ (N=203)

ディスカウントストア (N=256)

ドラッグストア (N=250)

通販業者 (N=207)

その他の大規模小売業者 (N=544)

配送時間を指定するものであった。 リードタイムを短くするものであった。
配送頻度が増えるものであった。 小口化に伴い配送頻度が増えるものであった。
その他 配送条件の変更要請はない。
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  イ 多頻度小口配送の要請の協議の状況 

    納入業者調査によれば，多頻度小口配送の要請に関する協議の状況については，

「一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった」と回答した者が 46.0%

と最も多く，次いで，「協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)」と回

答した者が 24.5%となっており，十分な協議が行われていない状況があることがう

かがわれる。 

 

図６１ 多頻度小口配送の要請の協議の状況(納入業者調査) 

24.5%

16.0%
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20.0%

20.8%

21.6%

46.0%

35.2%

42.7%

50.0%

46.4%

47.8%

55.1%

61.3%

30.2%

49.1%
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19.2%

9.1%

10.0%

6.0%

9.0%

13.2%

8.4%

20.2%

29.6%

17.2%

17.3%

22.4%

11.5%

35.8%

21.0%

2.2%

3.8%

15.0%

18.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1004)

百貨店 (N=125)

大型総合スーパー (N=232)

ホームセンター (N=92)

専門量販店 (N=110)

ＣＶＳ (N=67)

ディスカウントストア (N=78)

ドラッグストア (N=80)

通販業者 (N=53)

その他の大規模小売業者 (N=167)

協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)。 一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった。
小売業者と協議しようとは思わなかった。 十分協議した。
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１２ その他 

   納入業者調査の中には，上記に挙げた納入取引上の問題行為の外に，非常に少数で

はあるが，「納品代行業者を強制され，断った場合は納入待ち時間が長くなる」，「天候

等によって入荷が困難な場合でも，指定産地での指定数量の納品を要請をしてくる」，

「容器包装リサイクル法において，プライベート・ブランド商品の製造については，

小売業者も特定事業者として再商品化委託料金を負担する義務があるが，納入業者が

リサイクル費用を代わりに負担している」等について，大規模小売業者からなされた

ことがある旨指摘する納入業者もいた。 
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資料 ４ 

 

＜消費税調査結果＞ 

 平成１６年４月の改正消費税法に基づく総額表示方式の実施後の大規模小売業者と納入

業者との取引に関する調査結果については，次のとおりである。 

 

１ 納入価格の引下げ要請 

  平成１６年４月以降，大規模小売業者から消費税の総額表示方式の実施を理由とする

納入価格の引下げ要請の有無について，納入業者調査によれば，「要請はない」と回答し

た者が 64.2%，「要請があった」と回答した者が 35.8%となっている。このことから，依

然として消費税の総額表示方式の実施を理由とする納入価格の引下げ要請があることが

うかがわれる。 

 

図６２ 納入価格の引下げ要請の有無(納入業者調査) 

64.2%35.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1286)

要請があった。 要請はない。

 
 

  一方，小売業者調査によれば，平成１６年４月以降，大規模小売業者の納入業者に対

する消費税の総額表示方式の実施を理由とする仕入価格の引下げ要請については，「要請

したことはない」と回答した者が 84.5%，「要請したことがある」と回答した者が 15.5%

となっている。 

 

図６３ 納入価格の引下げ要請の有無(小売業者調査) 

84.5%15.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=220)

要請したことがある。 要請したことはない。
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２ 消費税の総額表示方式の実施以前と以後の納入価格の引下げ要請の状況の変化 

  納入業者調査によれば，消費税の総額表示方式の実施以前と以後の納入価格引下げ要

請の状況の変化については，「引下げ要請はもともとない」が 47.1%と最も多く，次いで，

「引下げ要請はあったが，状況はほとんど変わらない」と回答した者が 26.4%となって

いる。 

 

図６４ 消費税の総額表示方式の実施以前と以後の納入価格の引下げ要請の状況の変化(納入業者調査) 

13.8% 26.4% 47.1%7.9%

2.9% 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=1142)

引下げ要請が大幅に増えた。 引下げ要請が若干増えた。
引下げ要請はあったが，状況はほとんど変わらない。 引下げ要請が若干減った。
引下げ要請が大幅に減った。 引下げ要請はもともとない。

 
 

３ 納入価格の引下げ要請の内容について 

  納入業者調査によれば，大規模小売業者から納入価格の引下げ要請がある場合の内容

については，「値頃感のある価格(98円，198円等)とするために納入価格の引下げを要請

された」と回答した者が 69.2%と最も多く，次いで，「従来の税抜き価格を税込み価格と

するために納入価格の引下げを要請された」と回答した者が 68.6%，「納入単価を内税化

するために納入伝票の円未満端数の切捨てを要請された」と回答した者が 34.7%となっ

ている。 

 

図６５ 大規模小売業者からの要請内容(納入業者調査) 

68.6%

34.7%

7.2%

3.1%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

全　　体 (N=458)

値頃感のある価格(９８円，１９８円等)とするために納入価格の引下げを要請された。
従来の税抜き価格を税込み価格とするために納入価格の引下げを要請された。
納入単価を内税化するために納入伝票の円未満端数の切捨てを要請された。
納入伝票の内税化に伴うシステム変更等により生じる経費分について納入価格の引下げを要請された。
その他

 

 
(複数回答あり) 
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  一方，小売業者調査によれば，納入業者に対して行った要請内容については，「値頃感

のある価格(98 円，198 円等)とするために仕入価格の引下げを要請した」と回答した者

が 75.8%と最も多く，次いで，「仕入単価を内税化するために仕入伝票の円未満端数の切

捨てを要請した」と回答した者が 15.2%となっている。 

 

図６６ 納入業者に対して行った要請内容(小売業者調査) 

9.1%

15.2%

0.0%

15.2%

75.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

全　　体 (N=33)

値頃感のある価格(98円，198円等)とするために仕入価格の引下げを要請した。
従来の税抜価格を税込価格とするために仕入価格の引下げを要請した。
仕入単価を内税化するために仕入伝票の円未満端数の切捨てを要請した。
仕入伝票の内税化に伴うシステム変更等により生ずる経費分について仕入価格の引下げを要請した。
その他

 

(複数回答あり) 

 

４ 納入価格の引下げ要請に関する協議の状況 

  納入業者調査によれば，納入価格の引下げ要請に関する協議の状況については，「一応

協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった」と回答した者が 53.0%と最も多く，

「協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)」と回答した者(21.3%)を併せる

と 74.3%となっている。なお，「十分協議した」と回答した者は 21.7%となっている。 

 

図６７ 要請に関する協議の有無(納入業者調査) 

53.0%21.3% 4.0% 21.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=451)

協議の機会を与えられなかった(一方的に要請された)。 一応協議の機会は与えられたが，十分とはいえなかった。

協議しようとは思わなかった。 十分協議した。
 

 

  一方，小売業調査によれば，要請に関する納入業者との協議の有無については，「十分

協議した」と回答した者が 93.8%と高い割合となっている。 
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図６８ 要請に関する協議の有無(小売業者調査) 

3.1% 3.1%

0.0%

93.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　体 (N=32)

協議の機会を持っていない（一方的に要請した）。 一応協議の機会を持ったが，十分とはいえなかった。
協議しようとは思わなかった。 十分協議した。
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資料 ５ 

 

 
大規模小売業者による優越的地位の濫用事件一覧(勧告・警告事件，平成元年以降) 

 

措置年月日 関 係 人 内      容 行為類型 関係法条 
創業祭，新規開店，店舗改装等

を行うに当たって，納入業者に対
し，算出根拠等を明確にせずに拡
売販促金と称する協賛金を要請
していた疑い。 

協賛金等
の負担の
要請 

Ｈ３．５．１６ 
(警告) 

㈱マルヤ 
 
(スーパー) 

納入業者に対し，商品納入後に
その納入価格を値引きさせていた
疑い。 

納入価格
の値引き 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

中元商品，歳暮商品等の販売に
当たって，仕入取引に影響を及ぼ
し得る者が納入業者に対し，当該
商品の購入を余儀なくさせてい
た疑い。 

押し付け
販売 

Ｈ６．１．１４ 
(警告) 

㈱丸和 
 
(スーパー) 

特売等を実施するに当たって，
納入業者に対し，算出根拠等を明
確にせずに協賛金を要請してい
た疑い。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１０．７．１６ 
(勧告) 

㈱ローソン 
 
(ＣＶＳ) 

日用雑貨品納入業者に対し，割
戻予算を達成するため，特段の算
出根拠のない金銭を提供させ，ま
た，商品の統一的な陳列の実現に
要する在庫品処分の費用を賄う
ため，日用雑貨品を１円で納入さ
せていた。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１０．７．１６ 
(警告) 

㈱ローソン 
 
(ＣＶＳ) 

催事の際，納入業者に対して，
あらかじめ自社で策定した計画
に従って，納入業者が得る直接の
利益の範囲を超えた金銭の提供
を要請し，その負担を余儀なくさ
せていた疑い。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１０．１１．２７ 
(警告) 

㈱タイヨー 
 
(スーパー) 

納入業者を対象とした中元商
品，歳暮商品，クリスマスケーキ，
宝石等の販売に当たって，納入取
引に影響を及ぼし得る仕入担当
者等が納入業者に対し，購入の目
標額又は目標数量を提示し，これ
らの商品の購入を再三要請する
などにより，納入業者に当該商品
の購入を余儀なくさせていた疑
い。 

押し付け
販売 

１９条(一
般指定告示
１４項) 
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措置年月日 関 係 人 内      容 行為類型 関係法条 
紳士服，中元商品，歳暮商品等

の販売に当たって，仕入担当者等
の仕入取引に影響を及ぼし得る
者が納入業者に対し，当該商品の
購入等を余儀なくさせていた疑
い。 

押し付け
販売 

Ｈ１１．４．２８ 
(警告) 

㈱銀ビルス
トアー 
 
(スーパー) 

納入業者に対し，納入業者が得
る直接の利益の範囲を超えた協
賛金等の負担を余儀なくさせて
いた疑い。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１４．４．２５ 
(警告) 

㈱カインズ 
 
(ホームセン
ター) 

一部の納入業者に対し，「閉店
セール値引」と称する年間の納入
額に応じたリベート並びに「値引
リベート」及び新店・改装開店に
際し徴収する「ＡＤＲ」とそれぞ
れ称する合理的な算出根拠のな
い金銭的負担を請求し，当該金額
を買掛金と相殺するなどしてい
た疑い。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

新規オープン，棚卸し等の際
に，仕入取引に影響を及ぼし得る
者が納入業者に対し，従業員の派
遣又は代行要員派遣の費用の負
担を余儀なくさせていた疑い。 

従業員等
の派遣要
請 

Ｈ１４．９．９ 
(警告) 

㈱マルナカ 
 
(スーパー) 

自己の店舗でのみ使用できる
商品券等を販売する際に，当該商
品等の購入を余儀なくさせてい
た疑い。 

押し付け
販売 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１６．３．２５ 
(勧告) 

㈱ポスフー
ル 
 
(スーパー) 

衣料服飾品納入業者に対し，当
該納入業者が負うべき責任がな
いにもかかわらず，あらかじめ合
意した納入価格等により納入さ
れた衣料服飾品の代金から一定
の金額を差し引いた額を当該衣
料服飾品の代金として支払って
いた。 

納入価格
の値引き 

１９条(百
貨店業告示
２項) 

納入業者に対し，商品を購入し
た後にその納入価格を値引きさ
せ，商品を返品するとともに，自
己の販売業務のためにその従業
員等を派遣させて使用していた。 

納入価格の
値引き，返
品，従業員
等の派遣要
請 

１９条(百
貨店業告示
１項，２項
及び６項) 

Ｈ１６．３．２６ 
(勧告) 

㈱山陽マル
ナカ 
 
(スーパー) 

納入業者に対し，納入取引に係
る商品以外の紳士服等を購入さ
せるとともに，自社の棚卸し作業
のためにその従業員等を派遣さ
せていた。 

押し付け
販売，従業
員等の派
遣要請 
 

１９条(一
般指定告示
１４項) 
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措置年月日 関 係 人 内      容 行為類型 関係法条 
納入業者に対し，決算等に際

し，あらかじめ合意した負担額を
超える額の金銭等を提供させて
いた。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１６．１０．２２ 

(勧告) 

 

㈱ミスター
マックス 
 
(ディスカウ
ントストア) 当該納入業者が負うべき責任

がないにもかかわらず，商品の全
部又は一部を返品するとともに，
自己の販売業務のためにその従
業員等を派遣させていた。 

返品，従業
員等の派遣
要請 

１９条(百
貨店業告示
１項及び６
項) 

納入業者に対し，納入取引関係
を利用して，決算に向けた粗利益
を確保するため，事前に算出根
拠，使途等について明確にするこ
となく金銭を提供させていた。 

協賛金等
の負担の
要請 

１９条(一
般指定告示
１４項) 

Ｈ１６．１１．１１ 

(勧告) 

 

コーナン商
事㈱ 
 
(ホームセン
ター) 
 納入業者に対し，自己の販売業務

のための商品の陳列，補充等の作
業を行わせるために，その従業員
等を派遣させていた。 

従業員等の
派遣要請 

１９条(百
貨店業告示
６項) 

青果物の仲卸業者に対し，自社
のセール用に供する青果物につ
いて，仲卸業者の仕入価格を下回
る価格で納入するよう一方的に
指示する等して，その青果物と等
級，産地等からみて同種の商品の
一般の販売価格に比べて著しく
低い価格をもって納入させてい
た。 

低価格納
入要請 

１９条(百
貨店業告示
４項) 

Ｈ１６．１２．９ 
(勧告) 

ユニー㈱ 
 
(スーパー) 

納入業者に対し，自己の販売業
務のための商品陳列，補充，顧客
が購入した商品の袋詰め等の作
業を行わせるために，その従業員
等を派遣させるとともに，自社の
棚卸しのための作業を行わせる
ために，その従業員等を派遣させ
ていた。 

従業員等の
派遣要請 

１９条(百
貨店業告示
６項及び一
般指定告示
１４項) 
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参考 １ 

不公正な取引方法(一般指定)(抜粋) 

 

昭和２８年９月１日公正取引委員会告示第１１号                        

改正 昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号 

 

 

［第１４項 優越的地位の濫用］ 

 

 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商慣習に照らして

不当に，次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 

一 継続して取引する相手方に対し，当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を

購入させること。 

二 継続して取引する相手方に対し，自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提

供させること。 

三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し，又は変更すること。 

四 前３号に該当する行為のほか，取引の条件又は実施について相手方に不利益を与える

こと。 

五 取引の相手方である会社に対し，当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和２２年法律第５４号)第２条第３項の役員をいう。以下同じ。)の選任

についてあらかじめ自己の指示に従わせ，又は自己の承認を受けさせること。 
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参考 ２ 

百貨店業における特定の不公正な取引方法 

 

                 昭和２９年１２月２１日公正取引委員会告示第７号                        

改正 昭和３６年１２月２５日公正取引委員会告示第１３号

改正 平成８年２月１６日公正取引委員会告示第４号                         

 

［百貨店業における特定の不公正な取引方法］ 

 

一 百貨店業者が，左の各号の一に該当する場合を除き，納入業者から購入した商品の全

部または一部を当該納入業者に対して返品(購入契約を委託販売契約に切り替え，または

商品を取り替える等実質的に返品となる行為を含む。以下同じ。)すること。 

 １ 納入を受けた商品が，納入業者の責に帰すべき事由にもとづき，汚損し，
 ．
き損し，

その他
 ． ．
かしのあるものであつた場合において，納入を受けた日から相当の期間内に，

その商品を当該納入業者に対して返品すること。 
 ２ 納入を受けた商品が注文した商品と異なつていた場合において，納入を受けた日か

ら相当の期間内に，その商品を当該納入業者に対して返品すること。 

 ３ 納入を受けた商品について，納入を受けた日から一定の期間または納品の総量に対

して一定の数量の範囲内においてその商品を返品することが，百貨店業者と納入業者

との取引以外の一般の卸売取引においても正常な商慣習となつている場合において，

当該商慣習となつている期間または数量の範囲内において，その商品を当該納入業者

に対して返品すること。 

 ４ 納入を受けた商品の返品によつて通常生ずべき損失を百貨店業者が負担し，かつ，

当該納入業者の同意をえてその商品を当該納入業者に対して返品すること。 

 ５ 納入業者が百貨店業者から自己の納入に係る商品の返品を受けて，その商品を処分

することが当該納入業者の直接の利益となる場合において，当該納入業者の申出に応

じて，その商品を当該納入業者に対して返品すること。 

 

二 百貨店業者が，左の各号の一に該当する場合を除き，納入業者から商品を購入した後
において，その商品の納入価格の値引を当該納入業者にさせること。 

 １ 納入を受けた商品が，納入業者の責に帰すべき事由にもとづき，汚損し，
 ．
き損し，

その他
 ． ．
かしのあるものであつた場合において，納入を受けた日から相当の期間内に，

正当な金額の範囲内において，当該納入業者にその商品の納入価格の値引をさせること。 
 ２ 納入を受けた商品が注文した商品と異なつていた場合において，納入を受けた日か

ら相当の期間内に，正当な金額の範囲内において，当該納入業者にその商品の納入価

格の値引をさせること。 

 

三 百貨店業者が，百貨店業者と納入業者との取引以外の一般の委託販売取引における正

常な商慣習に照らして納入業者に著しく不利益となるような条件をもつて，当該納入業

者に自己と委託販売取引をさせること。 
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四 百貨店業者が，特売，廉売等の用に供する特定の商品を，その商品と同種の商品の一

般の卸売価格に比べて著しく低い価格をもつて，当該納入業者に納入させること。 

 

五 百貨店業者が，納入業者に対してあらかじめ特別の規格，意匠，型式等を指示して特

定の商品を納入させることを契約した後において，当該納入業者の責に帰すべき事由が

ないにもかかわらず，その商品の全部または一部の納入を拒否すること。ただし，納入

業者の同意をえ，かつ，正当な損害賠償を行う場合を含まないものとする。 

 

六 百貨店業者が，自己の販売業務のために，納入業者にその従業員等を派遣させて使用

し，または自己が直接雇用する従業員等の人件費を納入業者に負担させること。ただし，

納入業者の納入に係る商品について，通常百貨店業者の従業員のもつていない販売に関

する特殊な技術または能力を有する従業員等を派遣させてその商品の販売業務に従事さ

せることが，当該納入業者の直接の利益となる場合を含まないものとする。 

 

七 納入業者が前各項にかかげる事項の要求を拒否したことを理由として，百貨店業者が，

当該納入業者に対して代金の支払を遅らせ，購入の数量を削減し，取引を停止し，その

他不利な取扱をすること。 

 

備 考 

 

一 この告示において「百貨店業」とは，左の各号の一に該当する売場面積(店舗の床面積

に 100分の９５を乗じて算出した面積をいう。)を有する同一の店舗において一般消費者

により日常使用される多種類の商品の小売を行う事業をいい，「百貨店業者」とは百貨店

業を営む者をいう。 

 １ 東京都(特別区に限る。)および地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第 252 条の１

９第１項の指定都市の区域内においては，3,000 平方米以上 

 ２ 前号に掲げる市以外の市または町村の区域内においては，1,500平方米以上 

 

二 この告示において「納入業者」とは，百貨店業者が自ら販売し，または委託を受けて

販売する商品を百貨店業者に納入する事業者であつて，その取引上の地位が当該百貨店

業者に対して劣つているものをいう。 
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参考 ３ 

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(抜粋) 

 

                            平成３年７月１１日           

                            公正取引委員会事務局 

 

［小売業者による優越的地位の濫用行為］ 

  

１ 考え方 

 (1) 事業者が，どのような条件で取引するかは基本的には取引当事者間の自主的な判断

に委ねられるものであるが，小売業者が，納入業者に対し取引上優越した地位にある

場合において，その地位を利用して，納入業者に対し押し付け販売，返品，従業員等

の派遣の要請，協賛金等の負担の要請又は多頻度小口配送等の要請を行う場合には，

優越的地位の濫用として独占禁止法上問題を生じやすい。 

 なお，独占禁止法による優越的地位の濫用の規制は，このような行為によって小売

業者間あるいは納入業者間等における公正な競争が阻害されるおそれがある場合に当

該行為を排除しようとするものである。 

 (2) ｢小売業者が納入業者に対し取引上優越した地位にある場合｣とは，当該納入業者に

とって当該小売業者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障をきた

すため，当該小売業者の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても，これを

受け入れざるを得ないような場合であり，その判断に当たっては，当該小売業者に対

する取引依存度，当該小売業者の市場における地位，販売先の変更可能性，商品の需

給関係等を総合的に考慮する。 

 (3) 以下では小売業者の納入業者に対する特定の行為について独占禁止法上違法となる

場合を示しているが，購入者としての地位を利用して卸売業者やユーザーが，同様の

行為を行う場合にも，基本的には同様の考え方によって，違法性が判断される。 

 (4) 取引上の優越的地位の濫用は，一般的には，不公正な取引方法として一般指定１４

項(優越的地位の濫用)によって規制されるが，百貨店･スーパー等の大規模な小売業者

による納入業者に対する行為については，一般指定１４項のほかに，｢百貨店業におけ

る特定の不公正な取引方法｣(昭和２９年公正取引委員会告示第７号。一定以上の売場

面積の店舗を持ち，一般消費者が日常使用する多種類の商品を販売する小売業者が対

象。)によっても規制される。 

   なお，小売業者と納入業者との取引が，下請代金支払遅延等防止法にいう親事業者

と下請事業者の取引に該当する場合であって，小売業者のブランドを表示した商品(い

わゆるプライベート・ブランド商品)を製造し，納入する場合など，物品の製造委託に

該当する場合には，同法の規制の対象となる。 
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２ 押し付け販売 

 (1) 考え方   

小売業者は，納入業者に対して，納入取引関係を利用して自己の販売する商品やサ

ービスの購入を要請することがある。優越的地位にある小売業者が納入業者に対して

商品･役務の購入を要請する場合には，納入業者は，購入を希望しないものであっても，

今後の納入取引に与える影響を懸念して購入せざるを得ないこととなり，優越的地位

の濫用として問題となる。 

 (2) 独占禁止法上問題となる場合 

取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者に対し，次のような方法によって

自己又は自己の指定するものから商品や役務を購入させる場合には，正常な商慣習に

照らして不当に不利益を納入業者に与えることとなり，不公正な取引方法に該当し，

違法となる(一般指定１４項(優越的地位の濫用))。 

  ① 仕入担当者等の仕入取引に影響を及ぼしうる者が購入を要請する場合 

  ② 納入業者に対し，組織的又は計画的に購入を要請する場合 

  ③ 購入する意思がないとの表明があった場合，又はその表明がなくとも明らかに購

入する意思がないと認められる場合に，重ねて購入を要請し，又は商品を一方的に

送付する場合 

  ④ 購入しなければ今後の納入取引に影響すると受け取られるような要請をし，又は

そのように受け取られるような販売の方法を用いる場合 

 

３ 返品 

 (1) 考え方 

   返品は，新規商品の参入を促進する，あるいは地域的な需給に即応させる等の利点

を有する場合もあるが，優越的地位にある小売業者が一方的な都合で返品を行う場合

には，納入業者に不当に不利益を与えることとなりやすく，優越的地位の濫用として

問題を生じやすい(注１)。 

  (注１) 返品の条件について取引当事者間で明確になっていない場合には，こうした

問題を生じやすく，小売業者においては，その条件について納入業者との間で

あらかじめ明確にすることが望ましい。 
 (2) 独占禁止法上問題となる場合 

取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者に対し購入した商品を返品するこ

と(いわゆる買取商品の返品であり，購入契約を委託販売契約に切り替え，又は商品を

取り換える等実質的に返品となる行為を含む。以下同じ。)は，次のような場合には，

正常な商慣習に照らして不当に不利益を納入業者に与えることとなり，不公正な取引

方法に該当し，違法となる(一般指定１４項(優越的地位の濫用))。 

  ① どのような場合に，どのような条件で返品するか，取引当事者間で明確になって

いない場合であって，納入業者にあらかじめ計算できない不利益を与えることとな

る場合(注２) 

  ② 次のような返品を行い，納入業者にとって不利益を与えることとなる場合(注
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２)(注３) 

   ａ 納入業者の責に帰すべき事由によらない汚損商品，毀損商品等の返品 

    (例) (a)展示に用いたために汚損した商品の返品 

       (b)小売用の値札が貼られており，商品を傷めることなく剥がすことが困難

な商品の返品 

       (c)小売業者がメーカーの定めた賞味期限とは別に独自にこれより短い販

売期限を定め，この販売期限が経過したことを理由とする返品(注４) 

   ｂ 小売業者のプライベート・ブランド商品の返品 

   ｃ 月末又は期末の在庫調整のための返品 

   ｄ 小売業者の独自の判断に基づく店舗又は売場の改装や棚替えに伴う返品(注５) 

 なお，返品については，｢不当な返品に関する独占禁止法上の考え方｣(昭和６２年４

月２１日公表)を併せて参照されたい。 

  (注２) (a)返品によって通常生じる損失を小売業者が負担し，納入業者の同意を得て

行う場合，(b)納入された商品が納入業者の責に帰すべき事由により汚損し，

毀損し，その他欠陥のあるものであった場合，及び(c)納入された商品が注

文した商品と異なっていた場合は，不利益を与えることとなるものではなく，

違法とならない。 

  (注３) ②の場合は，返品の条件について取引当事者間で明確になっている場合であ

っても違法となるケースである。 

  (注４) 消費者が通常，商品購入後，賞味するまで一定期間を要することを考慮して，

短期間の賞味期限を残して返品する場合であって，その条件が取引当事者間

であらかじめ明確になっている場合を除く。 

  (注５) 季節商品の販売時期の終了時の棚替えに伴う返品であって，その条件が取引

当事者間であらかじめ明確になっている場合を除く。 

 

４ 従業員等の派遣の要請 

 (1) 考え方 

   メーカーや卸売業者が百貨店･スーパー等の小売店に対して，自社商品又は自己が納

入した商品の販売等のためにその従業員等を派遣する場合がある。こうした従業員等

の派遣は，メーカーや卸売業者が，小売業者の店舗で消費者に対して直接に，自社商

品又は自己が納入した商品の広告宣伝と推奨販売が行えることから行う側面と，小売

業者が自己の商品知識や販売力，労働力の不足を補うため要請する側面の両面がある。 

   従業員等の派遣は，メーカーや卸売業者にとって消費者ニーズの動向を直接把握で

きる，小売業者にとって専門的な商品知識の不足が補われる等の利点を有している場

合があるが，優越的地位にある小売業者が一方的な都合で派遣を要請する場合には，

派遣するメーカーや卸売業者に不当に不利益を与えることとなりやすく，優越的地位

の濫用として問題を生じやすい(注６)。 

  (注６) 特に，従業員等の派遣の条件について取引当事者間で明確になっていない場

合には，こうした問題を生じやすく，小売業者においては，派遣された従業
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員等の業務内容，労働時間，派遣期間等の派遣の条件について納入業者との

間であらかじめ明確にすることが望ましい。 

 (2) 独占禁止法上問題となる場合 

   取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者に対し，商品の販売その他の業務

のためにその従業員等を派遣させることは，次のような場合には，正常な商慣習に照

らして不当に不利益を納入業者に与えることとなり，不公正な取引方法に該当し，違

法となる(一般指定１４項(優越的地位の濫用))。 

   なお，小売業者が，納入業者に対し，従業員等の派遣に代えて，これに相当する人

件費を負担させる場合も同様である。 

  ① どのような場合に，どのような条件で従業員等を派遣するかについて取引当事者

間で明確になっていない場合であって，納入業者にあらかじめ計算できない不利益

を与えることとなる場合(注７) 

  ② 従業員等の派遣を通じて納入業者が得る直接の利益に照らして，納入業者に不利

益を与えることとなる場合(注７)(注８) 

   (例)ａ 派遣された従業員等に棚卸，棚替え，社内事務等の納入商品の販売促進と

直接関係がない業務を行わせ，納入業者に不利益を与えることとなる場合 

     ｂ 派遣された従業員等が納入商品の販売に当たることによって，納入商品の

販売量が増大するなど納入業者が得る直接の利益に比較して，派遣のため

の費用が大きい場合 

  (注７) 従業員等の派遣のために通常必要な費用を小売業者が負担し，納入業者の同

意を得て行う場合は，不利益を与えることとなるものではなく違法とはなら

ない。 

  (注８) ②の場合は，従業員等の派遣の条件について取引当事者間で明確になってい

る場合であっても違法となるケースである。 

 

５ 協賛金等の負担の要請 

 (1) 考え方 

   小売業者が納入業者に対して，催事，広告等の費用負担のためのいわゆる協賛金な

ど，金銭的な負担(以下，「協賛金等」という。)を要請することがある。小売業者と納

入業者が共同して商品キャンペーンのための催事や広告を行う場合，そのための費用

について協賛金等を負担することが，納入商品の販売促進につながるなど納入業者に

とっても直接の利益となる場合もあるが，優越的地位にある小売業者が一方的な都合

で納入業者に対しこのような要請を行う場合には，納入業者に不当に不利益を与える

こととなりやすく，優越的地位の濫用として問題を生じやすい(注９)。 

  (注９) 取引当事者間で協賛金等の負担の条件について明確になっていない場合には，

優越的地位の濫用の問題を生じやすく，小売業者においては，その条件につ

いて納入業者との間で明確にすることが望ましい。 

 (2) 独占禁止法上問題となる場合 

   取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者に対して協賛金等を負担させるこ
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とは，次のような場合には，正常な商慣習に照らして不当に不利益を納入業者に与え

ることとなり，不公正な取引方法に該当し，違法となる(一般指定１４項(優越的地位

の濫用))。 

  ① 協賛金等の負担額及びその算出根拠，使途等について，取引当事者間で明確にな

っていない場合であって，納入業者にあらかじめ計算できない不利益を与えること

となる場合 

  ② 次のような方法により協賛金等を負担させ，納入業者に不利益を与えることとな

る場合(注 10) 

   ａ 納入業者の商品の販売促進に直接寄与しない催事，売場の改装，広告等のため

の協賛金等を要請すること 

   ｂ 納入業者にとって商品の販売促進やコストの削減に寄与するなど納入業者が得

る直接の利益の範囲を超えて協賛金等を要請すること 

   ｃ 小売業者の決算対策のために協賛金等を要請すること 

   ｄ 一定期間に一定の販売量を達成した場合に小売業者にリベートを供与すること

をあらかじめ定めていた場合において，当該販売量を達成しないのに当該リベー

トを要請すること 

   ｅ 納入業者が負うべき責任がないにもかかわらず，納入業者が商品を納入した後

において，その商品の納入価格の値引を要請すること 

  (注 10) ②の場合は，協賛金等の条件について取引当事者間で明確になっている場合

であっても違法となるケースである。 

 

６ 多頻度小口配送等の要請 

 (1) 考え方 

最近，大規模な小売業者は，発注のオンライン化，物流センターの設置等仕入体制

のシステム化を進めているが，これに関連して，例えば，納入業者に多頻度小口配送(配

送の小口化とそれに伴う配送回数の増加)を要請したり，システム化の費用として納入

業者に負担を要請することがある。     

   システム化への取組は，受発注業務，物流業務の合理化を促進し，消費者ばかりで

なく納入業者にとっても利益となる場合がある。しかし，優越的地位にある小売業者

が，一方的な都合で納入業者に対し多頻度小口配送の要請を行ったり，システム化に

伴って生じる費用について具体的な負担の根拠や割合を示さないまま，例えば，受発

注オンライン･システムの利用料や物流センターの使用料として納入業者に負担を要

請する場合には，納入業者に不当に不利益を与えることとなりやすく，優越的地位の

濫用として問題を生じやすい(注 11)。 

  (注 11) 小売業者においては，仕入体制のシステム化に伴って生じる費用の負担や多

頻度小口配送に伴う負担を納入業者に一方的に負わせることのないよう，そ

の条件について納入業者との間で十分に協議することが望ましい。 

 (2) 独占禁止法上問題となる場合 

取引上優越した地位にある小売業者が，納入業者に対して多頻度小口配送を要請し，
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又は仕入体制のシステム化に伴って生じる費用の負担を要請することは，次のような

場合には，正常な商慣習に照らして不当に不利益を納入業者に与えることとなり，不

公正な取引方法に該当し，違法となる(一般指定１４項(優越的地位の濫用))。 

  ① 多頻度小口配送を要請し，これによって納入に要する費用が大幅に増加するため

納入業者が納入単価の引上げを求めたにもかかわらず，納入業者と十分協議するこ

となく一方的に，通常の対価相当と認められる(注 12)単価に比して著しく低い納入

単価で納入させることとなる場合 

  ② 仕入体制のシステム化に伴って生じる費用の負担額及びその算出根拠等について

納入業者と十分協議することなく一方的に負担を要請し，納入業者に不利益を与え

ることとなる場合 

  ③ 仕入体制のシステム化に伴って生じる費用を納入業者が得る利益の範囲を超えて

一方的に納入業者に負担させる場合(注 13) 

  (注 12) ｢通常の対価相当と認められる｣かどうかは，従前の納入単価，同様の多頻度

小口配送の条件で取引している他の納入業者の納入単価等から総合的に判

断される。 

  (注 13) ③の場合は，費用負担の条件について取引当事者間で明確になっている場合

であっても違法となるケースである。 

 


